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東京都キャップ＆トレード制度 
第 2 回「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」 

 
                          令和 4 年 11 月 15 日（火曜日） 

16:30～19:30 オンライン会議 

 

  1  開 会 

   (1) 東京都あいさつ 

   (2) 委員紹介 

   

  2  議 事 

   (1) 「第 1 回専門事項等検討会での主なご意見」について 

   (2) 削減義務率の設定について 

   (3) 再エネ利用拡大について 

   (4) トップレベル事業所における認定制度について 

   (5) 中小規模事業所対策 

     地球温暖化対策報告書制度の制度強化（達成水準）について 

  

  3  閉 会 
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 【配布資料】 

  資料 1  削減義務実施に向けた専門的事項等検討会 委員名簿 

  資料 2  「第 1 回専門事項等検討会での主なご意見」について 

  資料 3  削減義務率の設定について 

  資料 4  再エネ利用拡大について 

  資料 5  トップレベル事業所における認定制度について 

  資料 6  地球温暖化対策報告書制度の制度強化（達成水準）について 

  資料 7  今後の制度検討スケジュール 

  参考資料 削減義務実施に向けた専門的事項検討会設置要綱 

  



3 

 

1 開 会 

 (1) 東京都あいさつ 

 (2) 委員紹介 

 

○大谷総量削減課長 定刻になりましたので、ただいまより第 2 回東京都キャップ＆トレ

ード制度「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」を開会いたします。 

 私は、東京都環境局気候変動対策部総量削減課長の大谷でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日委員の皆様には、お忙しい中御出席をいただき誠にありがとうございます。既に御案

内のとおり、本日の会議は公開で行うことになっております。議事進行中、傍聴の方は発言

ができませんので御承知おきいただければと思います。 

 また、本日の会議資料につきましては、東京都環境局のウェブサイトに掲載をしておりま

すので、傍聴の方は必要に応じて御参照いただければと思います。 

 また、本日髙村座長は海外からの御参加となっておりまして、通信に不具合等が生じた場

合には、大野委員に会議の進行をお願いしております。なお、田辺委員につきましては、17

時 30分頃より本検討会に御参加される予定となっております。 

 それでは、次第に沿って進めてまいりますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本検討会の委員及び臨時委員の皆様の御紹介でございますが、資料 1にござ

いますとおり、委員及び臨時委員の皆様は前回と同様でございますので、個別の御紹介は控

えさせていただきます。 

 では、これから議事の進行につきましては、髙村座長にお願いしたいと思います。 

 髙村座長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

2 議 事 

 (1) 「第 1 回専門的事項等検討会での主なご意見」について 

 

○髙村座長 ありがとうございます。今、事務局から御説明いただきましたけれども、私、

今、温暖化の交渉会合でエジプトに来ておりまして、万一通信状況が悪い場合は、今、東京

都の大谷課長からありましたように、大野委員に進行をお願いできればと思っております。

大野委員、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これから五つの議事について検討を行ってまいります。 

 まず、議事の(1)でございますけれども、「第 1回専門的事項等検討会での主なご意見」に

ついて、事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、事務局のほうから御説明させていただきます。資料 2 に基づきまし

て、第 1回専門的事項と検討会での御意見について御説明させていただきます。 
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 まず、キャップ＆トレード制度の削減義務率に関しましては、第四計画期間の大規模事業

所の排出削減の強度、認められる義務履行手段、省エネによるエネルギー削減の目標設定等

について、御意見をいただいております。 

 続いて、電気の排出係数に関しましては、その導入効果の議論の必要性、エネルギー効率

化に向けた電化の促進、熱利用の事業者への配慮等について御意見をいただいております。 

 続いて、再エネ利用をさらに進める方策に関しましては、再エネ拡大に伴う省エネ対策の

停滞への考慮、再エネの追加性への配慮等について御意見をいただいております。 

 続いて、トップレベル事業所認定制度に関しましては、ゼロエミッション化に向けて、省

エネ、再エネを共に進める事業所への早期移行の促進、省エネ性能におけるエネルギー評価

項目の割合、建築物環境計画書制度との連携による認定方法、CO2排出に関わる企業の配慮

に関する評価項目等について御意見をいただいております。 

 続いて、地球温暖化対策報告書制度に関しましては、事業者のランキングのページ、ベン

チマーク制度の改修、公表範囲や事業者の負担軽減等について御意見をいただいておりま

す。 

 これらの御意見を踏まえまして、本日の第 2回専門的事項検等討会も含め、各制度の今後

の検討を進めてまいりたいと考えております。 

 以上が資料 2の説明となります。髙村座長よろしくお願いいたします。 

○髙村座長 御説明どうもありがとうございます。ただいまいただいた事務局からの説明

について、御質問、御意見などありましたら御発言をお願いしたいと思います。いつもどお

りですけれども、Zoom の手挙げ機能を使っていただいてお知らせをいただけるとありがた

く思います。手挙げ機能がうまくいかない場合はチャットでお知らせいただければと思い

ますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 まず、前回の検討会での主な御意見を事務局でまとめていただいたものだと理解をして

おります。もちろんこれからの議論にも関わってくると思いますので、もし、今この時点で

御質問、御発言の御希望がなければ、次の議題に移ってまいりますけれども、よろしいでし

ょうか。ありがとうございます。 

 関連して、本日の議事を議論する点があるかと思いますので、もし関わってございました

ら、この後の議題の中でも御指摘いただければと思います。 

 

 (2)削減義務率の設定について 

 

○髙村座長 それでは次に議事の(2)ですけれども「削減義務率の設定について」というこ

とであります。こちらも事務局から御説明をお願いしたいと思います。 

○大谷総量削減課長 それでは、資料 3に基づきまして、第四計画期間の東京都キャップ＆

トレード制度における削減義務率の設定について御説明いたします。 

 まず初めに、本資料の構成についてお示ししております。削減義務率の設定から順番に御



5 

 

説明をさせていただきます。 

 初めに、前回第 1 回の専門的事項等検討会における削減義務率の設定に関する主な論点

と今後の検討の方向性をお示ししております。目標排出量の設定方法、及び事業所の年度排

出量の算定方法として、実排出係数の使用はおおむね御了承いただいたところでございま

すけれども、その影響を引き続き精査をするとともに、削減義務率の設定方法や、区分ごと

の削減義務率等について検討を進めまして、本日、及び次回の専門的事項等検討会で案を御

提示したいと考えております。 

 続きまして、大規模事業所の新たな目標排出量についてでございます。第 1回の検討会で

は、第四計画期間の排出削減目標をもう少し踏み込んだ削減を求めるべきとの御意見もい

ただいたところでございます。 

 こちらでは目標設定の考え方を改めて整理をしております。第四計画期間については、

2030 年目標の達成を目指した場合、これまでの制度と比較しますと、大幅な削減が求めら

れる見込みとなっております。削減義務率の設定に当たりましては、削減義務制度であると

いう性質を踏まえまして、省エネ余地や再エネ利用拡大等の効果、また電気の係数の改善の

不確実性等を考慮いたしまして、2030 年の削減目標からのバックキャスティングを前提と

しつつ、適切な削減義務率を設定したいと考えております。具体的な削減義務率の案につき

ましては、次回の検討会で御提示をする予定でございます。 

 続きまして、第四計画期間の削減義務率の設定についてでございます。ページの下の図に

お示しをしましたとおり、2024 年度の排出量目標値を実排出係数で再設定するとともに、

2030年目標排出量である 590万 tから、新規事業所等の排出量相当分を除いた 2029年度の

排出量目標値を設定の上、義務履行手段による削減余地等を考慮いたしまして、削減義務率

を設定することを予定しております。 

 続いて、本制度への新規参入者等における排出量相当分の考え方について御説明いたし

ます。制度対象事業所には、新規事業所など削減義務が課せられていない事業所や削減義務

率が低い事業所が存在いたします。そのため、制度対象事業所全体で目標達成できるよう、

第四計画期間においても、これまでの計画期間と同様に、これらの事業所の排出量相当分を

考慮して削減義務率を設定いたします。 

 次に、実排出係数の変更について御説明をいたします。 

 初めに、省エネルギー対策の目標値の設定についてでございます。第 1回の検討会におき

まして、実排出係数への変更により、省エネルギー対策を停滞させる可能性について御意見

をいただいたところでございます。そのため、本制度の開始当初から推進してまいりました 

エネルギー削減を引き続き促進する制度とするため、削減義務率とは別に省エネルギー対

策の目標値を設定することを考えております。 

 なお、省エネルギー対策の目標値を算出する際は、エネルギーの削減努力を確実に反映で

きるよう、エネルギー換算に必要となる排出係数は、基準排出量算定時と同じ係数を用いる

ことを想定しております。 
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 なお本目標値は義務ではなく、本制度の義務達成は実排出係数を前提として算出する削

減義務率で判断することを予定しております。 

 続いて、新たな超過削減量発行の考え方についてでございます。 

本制度におきましては、削減義務量を超えて削減した量を、排出量取引や翌計画期間の義務

履行に活用することができる超過削減量の仕組みがございます。第四計画期間においては、

実排出係数への変更や証書等の利用など、義務履行の手段を拡大する予定でございます。そ

のため、これまでと同様の超過削減量の発行の仕組みである場合、省エネ対策以外での大幅

な排出量削減や超過削減量の創出が可能となる場合も想定されるところでございます。 

 そのため省エネ対策の継続的な実施を促すため、先ほど御説明いたしました省エネルギ

ー対策の目標値を上回る場合にのみ、超過削減量が得られる仕組みなど、超過削減量が創出

可能となる条件を設定してはどうかと考えております。 

 以上が資料 3の説明となります。髙村座長よろしくお願いいたします。 

○髙村座長 ありがとうございました。事務局から今、議事の（2）の削減義務率の設定に

ついて御説明をいただきました。こちらについて、委員の皆様から御意見、御質問をいただ

きたいと思っております。通例でございますけれども、Zoom の挙手機能を使っていただけ

ればと思います。もしうまくいかないときはチャットでお知らせいただければと思います

いかがでしょうか。 

 それでは、大野委員お願いいたします。 

○大野委員 ありがとうございます。私は二つ疑問がありまして、まず、スライドの 8ペー

ジですが、前回私も申しましたが、今度の考え方は全体に再エネの利用を大いにやっていこ

うという考え方だけれども、さはさりながら、省エネというのは非常に大事で、エネルギー

効率化を曖昧にしてはならないというのは、私も発言しましたし、田辺先生が特にそういう

ことをおっしゃったと思います。 

 それでいいのですけれども、ただ、目標値を設定するというところまで行くのがいいのか

どうかは、ちょっとやはり分からないところがあって、これは具体的に出てこないと分から

ないのですが、また制度を複雑化させないかという懸念も少しあります。やはり対象事業所

の性質によっても省エネルギーの可能性というのは違うので、そういうことを反映して、二

重基準でややこしくなっては困ると思っていて、省エネという点での可能性があって、どう

いう基準で設定ができるかを見てから、これが妥当なのかどうかを議論したほうがいいと

思います。ですから、あらかじめこの段階で目標値を設定するのがいいのかどうか、決める

のは早急ではないかという気がいたします。 

 それに関連して、これはテクニカルな話ですが、ここでは省エネの目標値を固定係数で算

定した値と書いてあります。田辺先生がおっしゃったのは、1次エネルギーの使用量で考え

たらどうかとおっしゃったと思うので、CO2量に換算というのは、いろいろな種類のエネル

ギーを統合する一つのものだと思うのですけれども、全体の思想で実排出係数を使うよう

に変更しようと言っているのに、こちらでまた固定係数という考え方が残るのは、少しやや
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こしいというか、分かりづらいのだと思うのです。 

 だからここは固定係数というよりは、エネルギーそのものの削減率で、もし仮に基準を設

定するとしても、やるというほうがいいのではないかと思いました。これが 1点目です。 

 もう一つは 9 ページのところですが、超過削減量を発行するのは省エネ対策の場合だけ

というのは引っかかるところがあって、先ほどのほうでは、あくまでも省エネ目標値は目安

というような位置づけなのに、ここで超過削減量の発行に関わってくるというのは、少し位

置づけ的にどうなのかなという気がします。 

 あと、書いてあるのも、何でと言うかというと、低炭素の電力契約や証書・クレジット購

入なんかであると大幅に削減したかもしれないと言うのですけれども、これは次の議論に

なると思います。もともと追加性の議論と関わりがあると思うのですが、追加性のあるもの

についてはそれとは別に考えたほうがいいと思っていて、そういう意味では、かなりこうい

う制限をするとしても、オンサイトで再エネ施設を設置する場合であると PPA の場合など

は、実際に新しい電源をつくるわけなので、それも超過削減量の対象にしないというのは少

し行き過ぎではないかと思います。これは後のほうと一緒に議論すればいいと思いますが、

その点についても検討が必要だと思います。以上 2点です。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 堀江委員、お願いします。 

○堀江委員 ありがとうございます。御説明を伺いまして、また大野委員の御意見も伺いま

して、私もまず全体感としまして、実排出係数にしていく方向はいいと思っておりまして、

同時に省エネというところを滞らせないために、省エネに関して別の手当をしていくとこ

ろはいいかなと思っております。 

 大野委員から具体的な目標値というのが出てこないと、省エネの目標というのをつくる

という方向を今決めてしまうのはいかがなものかというお話があったのですが、私も 1 次

エネルギーのを消費量にすべきだという点はそのとおりだと思うのですが、ある程度やは

り目標値というのがないと省エネも達成すべきというところがおろそかになってしまうと

思いますので、義務的ではない目標値としてダブルスタンダードかもしれませんが、あると

いうこと自体については基本的には賛成ということでございます。 

 あと、これは単純な御質問ですけれども、新規のところを除くという部分についてもう少

し御説明いただければと思っておるんですけれども、新規の場合にはこの制度の対象にな

らない、だけれどもその分の排出というのは実際に排出ないしエネルギー消費は実際に出

てくるということは、既存事務所のほうの削減率というのを新規の分まで含めて厳しくす

るということでしょうか。これは単純な質問になります。 

 最後、追加性等によって判断すべきではないかと、クレジット等認めるところとか変えて

いくべきではないかというのは、私も前回から申し上げていることですが、これも次の論点

になってしまうかもしれませんが、最近 RE100の要件で稼動 15年以内なんていうのが出て

きたりしておりますので、追加性があるかないかというのが一番の区別ですけれども、稼働
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期間がどれだけかというところも国際イニシアティブで出てきてますので、その辺りも意

識したらいいかなと思っております。 

 すみません、順番がばらばらですが、2点目につきまして、事務局の御見解をいただけれ

ばと思っております。 

○髙村座長 ありがとうございます。今、事務局に具体的な質問が出ましたけれども、他の

委員から、御発言、御希望ございますでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、村上委員の御発言をいただいてから、あるいは遠藤委員からもし御意見があれ

ば、委員の御発言が一とおり終わってから、今の御質問を事務局にお返ししたいと思います。 

それでは、遠藤委員、その後村上委員、お願いいたします。 

○遠藤委員 私も 1次エネの目標値の設定の考え方については、堀江委員の意見に賛同で、

やはり 1次エネの目標というのは、今まで皆さんこれをベースに走ってきておられるので、

それをそれについてもある程度目標に対する達成率というのを考えながら対策をしていっ

ていただくというのが、まずはいいのではないかと思いました。 

 また超過量の認定に当たって 1 次エネの目標が入ってくると複雑になるんじゃないかと

いう大野委員のお話もありましたけれども、そういう意味では 1 次エネの目標は一応守っ

ていただいて、超過量の認定というのは私はいいのかなと思っております。 

 ただ超過量の認定のところで大野先生がおっしゃったように、追加性のある部分につい

て認めた方がいいという御指摘があって、私もそれについては思いが至ってなかったので

すけれども、それはそれでまた別途許可制のほうで認めていくという方法もあるのかなと

思いました。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 私も、最初に大野委員がおっしゃった 2点、省エネ目標値をややこしくせずに

省エネが大事だということをメッセージとしてどう伝えるかという点で、違う種類の係数

を掛けなさいというのはやはりややこしいと感じました。 

 あと、エネルギー量があってそれが CO2に換算されるということ自体は、やはり非常に学

びの機会にもなりますので、そこはこれまでの走ってこられたというのを残して、新しく入

ってこられる方にもそこを御理解いただくようなもの残されるのはいいなと感じました。

ですので、エネルギー量として何らかのものを残して書かれることには賛成です。 

 超過削減量の評価のところに関しては、取引できるところをそこに限定するとなると目

標値で非常にまたややこしさが増してしまうのではというのを私も感じまして、超過削減

量をその省エネ分によって大きく達成したというようなケースは、別途、他のトップレベル

の認定ですとか、他の種類の褒めるほうのチャンスが何かないのかというふうに、後の議論

につなげて感じたところでした。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。今日御出席の委員、今、諸富委員が退室されたので全

て御発言をいただいたと思います。私のほうも御指摘のところ、共感といいましょうか、同
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意するところが多くございます。一つは、皆様方から共通して御指摘のあったところと思い

ますけれども、省エネ目標というときの目標の意味という点が、どういう位置づけのものか

ということであろうかと思います。何か追加的な目標ということではなくて、今回は超過し

てキャリーオーバーする量を決めるための一種の参考値として設定するような、そうした

御提案かと思いますけれども、一つは目標という言い方、この省エネの仮に目標として、省

エネの目標値がどういう形で制度の中で使われるのかについては、少しやはり検討をさら

にしていただくことが必要かと思います。 

 皆さんいずれも省エネが非常に重要というところは一致をしていて、何かやはり省エネ

のインセンティブというものをつけられる全体として制度が、東京都の制度が全体として

省エネのインセンティブをつける方法があるのではないか、つくるべきだということだと

思いますが、それをこうした形でやるという事務局の選択肢、場合によっては以外のものも

検討してもらえないかということかと思っております。これが一つですね。 

 私自身、これは大野委員が御指摘になった点と関わると思いますが、もちろん省エネを進

めていただきたいと思うのですが、同時に再生可能エネルギー、電力を新しく自ら設置をす

る、ないしは調達をするというところについても、当然目標達成の実施の一定の裁量が事業

者の方々に与えられるということは重要だと思っております。 

 それは、きっと既存の建築物などに関して省エネ余地がなかなかないようなケースもも

ちろんあり得ると思いますので、その中で達成の裁量をしっかり認めて、場合によっては中

長期的な建築物の更新時に大きく省エネの目標を向上させるといったような、そういう計

画をお持ちの事業者もいらっしゃり得ると思いますので、今ここで御指摘があった省エネ

目標と超過削減量のキャリーオーバーとの関係、ほかの選択肢も含めて御検討いただくの

がよいかと思っております。 

 ほかにもしなければ、事務局に一度、先ほど特に堀江委員から非常に具体的な御質問がご

ざいましたので、その御質問と、もし事務局のほうから一定のお答え、御発言、御説明があ

ればお願いしたいと思います。 

○大谷総量削減課長 御意見をいただきましてありがとうございます。堀江委員から御質

問をいただきました新規の事業者の排出量について、まずお答えしたいと思っております。

結論としては、御指摘のとおり、この 590万 tという 2030年の目標の中に、まだ義務が課

せられていない新規の事業所の分も含めて達成できるような制度設計となっておりますの

で、堀江委員の御理解のとおりとお考えいただければと思います。 

 それから、特に省エネの目標値について委員の皆様から御意見をいただいたところでご

ざいます。まず、今回このような形で御提示したところを補足させていただきますと、これ

までの制度の算定方法が、省エネを適切に反映できる、省エネをより直接反映できる仕組み

であったというところで、それをそのまま活用することが事業所の負担軽減にもつながる、

あるいは混乱がないような形、これまでのノウハウがそのまま活用できるような形で、この

ような方法もあるのではないかと御提示をさせていただいたところでございます。 
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 また、超過削減量の条件としてはどうかというところの、今映しております緑の四角の一

つ目のところですが、こちらの目標値としているところが現行の制度の超過削減量の発行

要件の基準に近いものとなっておりますので、こういった形で、現行制度も踏まえながら移

行できるような形として、今回御提示させていただいたところでございます。 

 1次エネルギー使用量につきましては、こちらでも検討したところでございます。今回目

標値という形で御提示をいたしましたが、いわゆる基準となる値を設定する必要が生じて

まいります。その場合に、この制度内における基準自体が、さかのぼって算出することが難

しい事業所もあるというのが実態でございまして、その点もかなり大きいポイントになる

かと思っております。 

 そういったところも踏まえて、今回このような形で御提示をしたというところでござい

ますが、本日御意見もいただきましたので、そちらも踏まえてまた検討してまいりたいと思

っております。 

 私からは以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。今、事務局から御質問への御回答、追加の御説明をい

ただきました。もし、何か御意見がございましたらお願いしたいと思いますが、遠藤委員が

お手を挙げていただいていると思います。遠藤委員、お願いできますか。 

○遠藤委員 2点質問があります。先ほどの大野委員の御発言に関連して、追加性のあるよ

うな再エネの対策について、1次エネに反映するような方法があるのかないのか。あるいは、

今後可能なのかどうかという話を 1 点、事務局のほうでお答えいただけるのでしたらお答

えいただき、検討いただけるのでしたら検討いただきたいと思いました。 

 2点目ですが、1次エネで目標設定というお話で、今、東京都全体で 1次エネに関する目

標値があったかのように、うろ覚えですがあるのですが、そういったものがあるのかどうか。

あるとすると何パーセントなのかということだけ確認させていただければと思いました。

以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。一連の御意見を、もう一度、セカンドラウンドではな

いですがいただいてから、また事務局に御回答いただこうと思います。 

 では、大野委員、お願いします。 

○大野委員 私は別に追加性のある再エネを 1 次エネルギーに換算しろということは申し

上げていないので、そこは申し上げておきます。これは大谷課長に御質問ですが、私が聞い

てはいけないのですが、過去のデータということでおっしゃったのは、対象事業所の CO2排

出量を固定係数で計算したものは過去のデータも分かるけれども、その事業所が、例えば電

気を何キロワットアワー使ったとか、そういう記録はないということをおっしゃったので

しょうか。確認だけさせていただきたいのですが。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかの委員から確認、ないしは追加の御発言ございま

すか。 

 堀江委員、お願いします。 
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○堀江委員 ありがとうございます。超過削減量の部分について先ほど申し上げたことが

少し曖昧だったかもしれないので、私の意見としてもう一度申し上げますと、今省エネの分

だけキャリーオーバーできるという案だと思いますが、再エネについても、やはり追加性が

あるものについては、全く同じウエートで認めなくて掛け目を掛けるか何かしてもいいか

もしれませんが、認めたほうがいいかなと、今回の全体的な制度変更の趣旨を考えますとそ

う思いますということと、その場合に、証書・クレジットみたいなもので、特に証書などは

単年度だったりしますので、そういうものはキャリーオーバーという趣旨に合わないと思

いますので、何年間の契約だとかそういうところまで中身を見て、キャリーオーバーの対象

にするかどうかを考えたらよろしいかと考えております。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。事務局のお答えに対して、

あるいは追加での御質問、御意見あればお願いできればと思います。今、田辺委員がお入り

になっているかと思います。ありがとうございます。ちょうど今、議事の二つ目の削減義務

率の設定のところです。 

○田辺委員 よろしくお願いします。 

○髙村座長 よろしくお願いします。それでは、今、御発言の御希望でお手が挙がっており

ませんので、幾つか御質問が出た点についてお願いできればと思います。もちろん追加の御

説明も歓迎ですが、遠藤委員から二つ、大野委員から一つ、御質問が出ているかと思います。

よろしくお願いいたします。 

○大谷総量削減課長 御質問、御意見ありがとうございます。まず、遠藤委員から東京都全

体の 1 次エネルギーの目標ということで問合せをいただいておりますけれども、本制度に

関係する産業・業務部門の目標で申し上げますと、2030 年時点で 2000 年比約 35％程度削

減という形で御提示をしているところでございます。 

 また、こちらに関連しまして、先ほどエネルギーの消費量についての件で御説明したとこ

ろでございますが、大野委員から御質問をいただいておりまして、いわゆるこの制度で言い

ますと基準排出量を変更した事業所等については、現時点での 1 次エネルギーの基準とな

る、要は目標値の元になる 1 次エネルギー消費量の算出が難しい事業者の方がいらっしゃ

るという趣旨で申し上げたところで、個々の事業所のエネルギーの使用状況は過去につい

ても把握をしているところでございます。 

 あと、今堀江委員のほうから超過削減量の算出について、一番最後のスライドのところで

改めて御意見をいただいたところですが、こちらは、今回まだ全体像をお示ししきれていな

いところがございますけれども、いわゆる低炭素の電力や、証書の購入により削減をし、そ

れで超過削減量を生み出すケースについて対応してはどうかと御提示をしたところでござ

います。 

 右側に二つ論点を分けて御提示しておりますが、一つは省エネをしっかりした事業所が

超過削減量が得られるというのが一点。具体的に創出される超過削減量につきましても、ど

こまで認めていくかというところが一つ御議論になるかと思っておりまして、この中に再
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エネの部分が全く入らないと御提示したということではなく、一定の条件を付してはどう

かということで今回御提示をしております。また、触れていただきました証書についての超

過削減量の発行については、次の資料で御説明させていただきます。 

 事務局としては、以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。遠藤委員が 1 点目に御質問されたものがあったと思

います。追加性のある再エネを 1 次エネルギーの評価のところに反映させる方法があるか

という御質問だったかと思いますが。 

○大谷総量削減課長 ありがとうございます。こちらのほうには、いったん 1次エネルギー

自体をどうしていくかというところも含めて考えさせていただければと思います。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。こち

らの議事の(2)ですが、基本的に皆様方の御質問が先ほど集中したところがございましたが、

削減義務率の設定の基本的な方向性、こちら、スライド 3枚目かと思いますが、この間あっ

たバックキャスティング、新たな目標、2030 年の目標排出量を念頭にバックキャスティン

グで設定をしていく大きな方向性については特に御意見、御異論はなかったように思いま

す。 

 ただ、実際にそれを達成する様々な手段と、さらにはこちら出していただいていますけれ

ども、区分ごとにどう具体的に設定するか等については検討が必要かと思います。あわせて

実排出係数の使用を基本的な方向性として検討を進めるということについても御異論はな

かったと思います。 

 省エネルギー対策のインセンティブの重要性をどう制度の中に織り込むか、新たな超過

削減量についても、省エネ対策のインセンティブと結びついていますが、この辺り、本日

様々な御意見をいただきましたので、委員の皆様からいただいた御意見を踏まえて、引き続

きこの検討会で議論をしていきたいということでいかがかと思いますけれども、よろしい

でしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、いずれにしても、先ほどの追加性の議論等々、あるい

は超過削減量の取扱いもそうかと思いますが、この後の議論にも関わってまいりますので、

また関連する議論のところで御指摘をいただければと思います。 

 それでは、次の議事に移ってまいります。 

 

 (3)再エネ利用拡大について 

 

○髙村座長 議事の(3)「再エネ利用拡大について」、事務局から御説明をお願いしたいと思

います。 

 では、事務局からよろしくお願いします。 

○事務局 続いて資料 4 に基づきまして、第四計画の東京都キャップ＆トレード制度にお

ける再エネ利用拡大について御説明いたします。 
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 まず初めに、本資料の構成についてお示ししております。 

 義務履行に利用可能な再エネの範囲の拡大から説明いたします。初めに、制度対象となる

再エネの種類とインセンティブの範囲についてです。現状、環境確保条例や規則等では再生

可能エネルギーの種類を広く定義しておりますが、本制度において、再エネクレジットの量

を算定する場合、水力発電やバイオマス発電に一定の制限を設けております。 

 また、証書の利用については、グリーン電力証書のみ再エネクレジットとして利用を認め

るとともに、低炭素電力事業者認定制度におけるインセンティブの対象から大規模水力を

除外しております。 

 続いて、第四計画下における再エネの範囲についてです。第四計画においては、第三計画

期間までと同様に、環境確保条例や規則等で定められた範囲で、燃料の持続可能性の観点か

らバイオマス、環境負荷や追加性の観点から大規模水力に関して、一定の区別を行ってはど

うかと考えております。 

 また、クレジット等の利用に当たっては、国内の温室効果ガス削減に寄与することを考慮

するとともに、排出量取引や、今回新たに導入を検討する直接充当については、エネルギー

削減及び再エネ促進の観点から、再エネ由来によるクレジット証書に限定することとして

おります。 

 続いて、FIT 制度におけるバイオマスの第三者認証の仕組みについて御紹介いたします。

FIT制度においては、輸入木質バイオマス及び農産物の収穫に伴って生じるバイオマス燃料

について、持続可能性の第三者認証を取得した燃料の使用を求めております。 

 続いて、再エネ(電気)の利用範囲の拡大についてです。再エネ利用をさらに進める施策の

主な論点と今後の検討の方向性をお示ししております。基本的な考え方として、自家発電・

自家消費に限らず、自己託送、PPA、小売電気事業者等からの購入、再エネ由来証書等の直

接購入についても、第四計画期間から新たに環境価値利用の範囲を拡大・追加してはどうか

と考えております。 

 また、新たに自己託送、オフサイト PPAの利用をインセンティブの対象としてはどうかと

考えております。 

 続いて、再エネの利用範囲とインセンティブ等の関係についてです。再エネ利用範囲につ

いては、持続可能性の観点から、第三者認証のないバイオマス燃料で発電した電力を再エネ

から除外してはどうかと考えております。また、インセンティブの対象としては、オンサイ

ト、オフサイトの再エネのみとし、第四計画期間からは、実排出係数への変更を踏まえ、小

売電気事業者等から購入する電気へのインセンティブを廃止してはどうかと考えておりま

す。 

 また、3 万 kW 以上の大規模水力発電については、環境負荷や追加性の観点から、インセ

ンティブの対象外としてはどうかと考えております。 

 続いて、先ほど御説明したオンサイト及びオフサイトの再エネにインセンティブを付与

する狙いについてですが、東京都環境基本計画に掲げる 2030 年目標を達成するためには、
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エネルギー削減とともに、都内の再エネ設備の導入拡大を進めていく必要があります。この

ため、オンサイト、オフサイトの再エネ電源にインセンティブを与え、本制度においても、

これらの導入促進を図りたいと考えております。 

 続いて、インセンティブと再エネ除外相当量の考え方についてです。インセンティブ及び

再エネ除外相当量につきましては、資料にあります計算方法での算出を検討しております。

再エネ電気の算定過程等においては、排出係数が 0であるため、下の図の代替値の使用につ

いて今後検討してまいります。 

 続いて、検討 1 から 4 の再エネ電気の調達方法ごとに利用拡大の内容を御説明いたしま

す。再エネの自家発電・自家消費については、第三計画期間までと同様に、排出量はゼロと

して扱い、インセンティブを継続してはどうかと考えております。 

 また、第三者認証のないバイオマスと大規模水力については、先ほどの御説明のとおり、

再エネからの除外、またはインセンティブの対象外とすることを検討しており、他の調達方

法についても同様です。 

 続いて、自己託送、オフサイト PPAについてです。第三計画期間までは購入する電気と同

様に排出量としてカウントしていましたが、再エネ電源から調達した電気を排出係数を 0と

し、インセンティブを与えてはどうかと考えております。 

 続いて、小売電気事業者等から購入する再エネ電気についてです。これまでの御説明にお

いて、第四計画期間から年度排出量の算定方法、実排出係数へと変更する方向を示しており

ます。これにより、全ての小売電気の実排出係数が年度排出量算定に反映されることになる

ことを踏まえ、これまで付与していた再エネ電気比率によるインセンティブについては、廃

止してはどうかと考えております。 

 続いて、再エネ由来の証書についてです。証書等の取扱いを変更し、これまで排出量取引

で利用されているグリーンエネルギー証書に加え、非化石証書について、新たに各年度の排

出量に直接充当できる仕組みを考えております。 

 また、充当した証書の価値が超過削減量として再度利用されることのないよう、超過削減

量の発行を認めない方向としてはどうかと考えております。 

 また、年度排出量への充当方法については、電化率の低い事業者が不利とならないよう、

第四計画期間に限り、事業所の排出量から直接除外する方向で検討してはどうかと考えて

おります。 

 続いて、こちらは今まで御説明した再エネ電気利用拡大の全体像をイメージ図にしたも

のです。赤字の部分が、今回新たに拡充等を検討している範囲であり、これらの多様な再エ

ネの活用状況について、都に御報告いただくことを想定しております。 

 続いて、再エネ熱の利用化範囲の拡大についてです。再エネ利用をさらに進める施策の主

な論点と今後の検討の方向性をお示ししております。基本的な考え方としては、原則として、

再エネ電気と同様の取り扱いとすることを検討しております。 

 まず初めに、再エネの自家発熱、自家消費及び事業所外供給について御説明いたします。 
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再エネ電気と同様に、事業所内外に限らず、再エネ由来の熱を利用した場合は排出量ゼロと

して扱い、インセンティブを与えてはどうかと考えております。 

 また、第三者認証のないバイオマス燃料で製造した熱を、再エネから除外することを検討

しており、他の調達方法についても同様です。 

 続いて、小売電気事業者等から購入する再エネ熱についてです。電気と同様に全ての熱供

給事業者から購入する熱について、実排出係数を使用することとし、実排出係数が排出量に

反映されるよう算定してはどうかと考えております。 

 続いて、再エネ由来の証書等についてです。電気と同様に証書等の取扱いを変更し、再エ

ネ由来のグリーンエネルギー証書に限り、各年度の排出量に直接充当できる仕組みを考え

ております。また、バイオマスの取扱い、超過削減量の発行、排出量からの除外方法につい

ても電気と同様の考えとしております。 

 次に、再エネ利用に関わる目標設定・取組状況等の報告・公表の義務付けについて説明い

たします。 

 初めに、再エネ利用に関わる報告・公表制度の目的についてです。第 1回の検討会でも御

説明したとおり、再エネ導入の目標設定や取組状況等の報告・公表により、制度対象事業所

の計画的な取組を促進するとともに、情報開示等が事業所の投資家、金融機関等から、評価

向上につながるよう、公表方法を拡充してはどうかと考えております。 

 続いて、再エネ電気の利用に関わる報告・公表の内容についてです。再エネ電気の調達に

関して報告を求める事項と、公表内容を図中に整理しております。報告事項の公表内容につ

いては、再エネ調達手法により異なりますが、一部、個別の具体的な数値を公表することで

不利益が生じないよう、エネルギーに占める再エネ利用割合での公表や電気の排出係数の

係数範囲での公表を検討しております。 

 続いて、再エネ熱の利用に関わる報告・公表の内容についてです。基本的な報告・公表内

容につきましては、電気と同様とすることを考えております。 

 続いて、再エネ利用に関わる報告・公表制度のイメージについてです。制度対象事業所か

ら報告された情報を整理して、表計算ソフトウェアベースでの公表をして予定しておりま

す。 

 また、非公表を特に希望する事業者に対しては、一定の配慮を行うことも検討しておりま

す。さらに、省エネカルテの排出量や原単位などの情報も含め、東京都デジタルツイン実現

プロジェクト等で公表することも検討してまいります。 

 次に、その他エネルギーの対応についてご説明いたします。 

初めに、各燃料の熱換算係数や排出係数についてですが、現行制度で使用している数値につ

いて、最新の統計及び広告による数値に変更し、排出量を算定する方法を考えております。 

またメタネーション等の新たな低炭素技術については、その技術の実用化が期待される

2030 年以降に都内への普及状況を踏まえて、制度への反映を検討してはどうかと考えてお

ります。 
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 続いて、外部から供給される電気・熱の取扱いについてです。第三計画期間においては、

高効率コージェネレーションシステムについてのみ、実排出係数を一部活用しておりまし

たが、対象事業所の外部から供給される電気及び熱についても、実は排出係数を用いて、年

度排出量を算定してはどうかと考えております。 

 ただし、実排出係数の算定根拠が不明確な場合など、実排出係数を東京都側で確認できな

い場合は、これまでと同様に固定係数で排出量算定することも検討しております。 

 以上が資料 4の説明となります。髙村座長よろしくお願いいたします。 

○髙村座長 ありがとうございます。ただいま資料 4 について御説明をいただきましたけ

れども、委員の皆様から御意見、御質問などをいただきたいと思います。通例ですけれども、

ZOOM の手挙げ機能をお使いいただいて御発言の御希望をお知らせいただければと思います。 

 いかがでしょうか。この資料はかなり量がございますので、二つに分けて御議論いただこ

うかと思います。まず、スライドの 18 までのところですけれども、1 の義務履行に利用可

能な再エネの範囲の拡大というところについて御議論いただこうかと思います。その後、ス

ライド 19から 26までのところ、再エネの報告・公表、それからその他のエネルギーに関し

て、方策らについて御説明がありましたけれども、こちらについて、後半で御議論いただこ

うかと思っております。 

 相互に関連するところがあるかと思いますので、場合によっては重複があるかもしれま

せんけれども、一つの目安としてそのような形で進めさせていただければと思います。 

 すみません、お待たせいたしました。それでは村上委員、お願いできますか。 

○村上委員 ありがとうございます。非常に小さい質問かもしれないのですが、14 ページ

の図にある自己託送・オフサイト PPAから出ているインセンティブのところです。制度全体

の中でいろいろな義務とインセンティブがある中で、「消費量に応じてインセンティブを付

与することを検討」と書かれているところの、これがなぜ必要なのかというところが、理解

が不十分だったのではないかと自分で思っているのですが、赤い点線の利用範囲を拡大す

る、しかもここにインセンティブをもう一つつけるというのは、再エネの自己託送・オフサ

イト PPA のところを重視するということだとは思うのですが、ここも本当に必要かという

ところも改めてお聞きしたいと思いました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。それでは、3 人の委員から御発言をいただいた後に、

改めて事務局にお返しするやり方で行こうかと思いますが、大野委員、お願いいたします。 

○大野委員 まず、全体の考え方を冒頭に述べていまして、バイオマスについて、持続可能

性が担保されたものは除外するとか、大規模水力は再エネとしては認めるけれども、追加性

の観点から区別をするとか、この考え方は妥当ではないかと思います。 

 その上でですが、PPAに関して幾つか疑問がありまして、御承知のように PPAというのは

これから追加性のある再エネを増やしていく非常に重要なツールであるし、拡大をしてき

ているわけです。まず、7ページのところで、これはたぶん表現方法だと思うのですが、自

己発電・自己消費(オンサイト)と、自己託送・オフサイト PPAと分けているのですが、PPA
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にはオンサイト PPAという類型もあるわけです。だから、そこがよく分からなくて、何でこ

こでオフサイト PPA と書いてあるのを分けなくて、むしろ PPA を認めるとしたほうがすっ

きりするのではないかと思いました。それは、たぶん整理の仕方が入り組んでいるのではな

いかと思うのですが。 

 もう一つの問題、こちらのほうが大事ですが、11 ページでオフサイト PPA について、バ

ーチャル PPA は追加的なエネルギー削減に寄与しないから対象外だと書いてあります。こ

れは勘違いだと思います。バーチャル PPAは電力の契約方法は違うけれども、発電事業者と

は長期間コミットして、新規の追加性があるのです。追加性をつくるものです。だから、こ

れは間違いだと思いますので、ここは修正をお願いしたいと思います。以上 2点です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 田辺委員、お願いいたします。 

○田辺委員 すみません、完全に頭が追いつけていないのですが、まず、どこかに書いてあ

りますが、事業所によって電化の比率が違うので、それに関して大丈夫かなというのが 1個

あります。非常に大規模で地域冷暖房とかにくっついている事業所と、個別のところであま

り齟齬と言いますか、問題が生じないかなというのが、ちょっと漠然としたものです。 

 それから、バーチャルの件は、大規模な蓄電池が電気事業法の中にも位置づけられたので、

これは何かうまく取ってあげるといいかなと思いました。 

 それから、将来的に再エネ導入をしたときに、時間や季節がかなり問題になる可能性があ

ると思います。排出係数が時間によって変わるという話も出てきていたりするので、今回報

告なので、うまく DRや再エネを活用してあげるみたいなのは入っていてもいいのかなと思

いました。一律にしていいのかなというのもちょっと、デマンドの制御にうまく効いたよう

なときには、何か評価してあげるようなのはあってもいいのかなと思います。漠然とした意

見ですみません。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは遠藤委員、その後堀江委員お願いいたします。 

○遠藤委員 私のほうから単なる確認ですが、義務履行というときに、結局最終的に 5年目

に義務履行できたかどうかが分かるというところがあって、毎年毎年はできた・できないと

いう判断にはならないということで、ここにも書いてあるように、各年度の排出量に直接充

当というような仕組みが追加されていると思うのですが、そういう各年度の排出量に直接

充当するというルートと、最後の最後に義務率履行のために買ってきてというようなルー

ト。その辺の手順というか、実際に運用するときにはもう少し明確にしていただきたいと。

それぞれのクレジットなり再エネの活用方法が、どういうふうなルートで活用、あるいはタ

イミングで充当できるのかというのを明確に分かりやすくお示しいただけたらと思いまし

た。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは、堀江委員お願いいたします。 



18 

 

○堀江委員 最初のところでお話しした議論と若干かぶる続きになるのですが、グリーン

電力証書や非化石証書については、確かに超過削減量は認めない方向ということで書かれ

ていまして、そのとおりかと思うのですが、同じ議論で考えますと、私もコーポレート PPA

とかというのはどんどん進めるべきだという立場ですが、残存期間というものを考えない

と、残存期間がほどんどないものについて、超過削減量を認めるというのは証書と同じよう

におかしい話になってしまうかもしれないので、そこは考えたほうがいいかなという点が 1

点です。 

 あとは、デマンド制御の話が出ましたので、今回の制度とは関係なく情報提供ということ

で聞いていただければと思いますが、海外で起きている話としましては、同じエネルギー量

を使っても CO2を減らす方策として、例えば、昼間の太陽光発電がガンガン発電されている

ときになるべく使ったり、あるいは貯めたりして、夜間にはなるべく使わないようなオペレ

ーションをするといったようなことが始まっておりまして、実排出係数と言ったときに、皆

さんの前提として、1 年間の平均と言いますか、前年度のものを使うというものを前提とし

ていると思うのですけれども、それぞれの時間帯によって、昼間だったら太陽光発電がより

使われているということになって排出係数が少なくなるというような話がありまして、非

常に短い 15分単位での実排出係数を使ってデマンドコントロールをするなんていう話も出

てきておりますので、今回の制度ということではないのですけれども、今後の制度設計、な

いしは考え方の御参考になればということでお話をいたしました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。今、出席の委員から一巡御発言をいただいたかと思い

ます。諸富委員、ちょうど前半のところ、スライド 19の 1-1のところまで議論しておりま

すけれども、もし御発言をありましたらお願いできればと思います。 

○諸富委員 大体の考え方は非常に納得いくもので、基本的には賛成です。ちょっとこのイ

ンセンティブの考え方だけが、途中退出していたので補足説明をしていただきたいと思い

ます。スライドの 9ページ目、ここの考え方、今見せていただいたスライドですが、これの

中の考え方で、特に倍率、それから排出係数のそれぞれの考え方について、ここを非常にイ

ンセンティブを付与するというところが制度設計上非常にみそということになりますので、

ちょっと正確に理解をしたいので、もう一度このところを詳しめにお話を伺いたいという

点が質問事項になります。よろしくお願いします。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 では、事務局に御質問、趣旨の確認も含めてですが、幾つか出ておりますので、回答、あ

るいは追加の御説明をいただければと思います。先ほどと同様に、もしそれを受けてさらに

御発言を御希望の委員があればお願いしたいと思います。それでは、事務局からお願いでき

ますでしょうか。 

○大谷総量削減課長 御質問と御意見ありがとうございます。順番にお答えできるところ

を御説明したいと思っております。 

 まず、村上委員からオンサイトのインセンティブについて御意見をいただいたところで
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すが、インセンティブの考え方自体は、7スライドのところで、まずオンサイトとオフサイ

ト、自己託送・オフサイト PPAについてはインセンティブを付与してはどうかというところ

で御説明をさせていただきました。この理由としまして、8スライド目のところで、特にオ

ンサイト・オフサイトについては、都内の太陽光発電設備の導入増加ですとか、エネルギー

消費量の削減といったところに効果が非常に高いというところで、この二つについて、特に

優先順位を高く位置づけてはどうかと御説明をいたしました。 

 その上で 14スライドのところで、この辺りの議論を最後に図示をさせていただきまして、

それぞれオンサイトのインセンティブが継続し、オフサイトにインセンティブが付与され

ていることをまとめた資料になっております。 

 続きまして、大野委員から PPAについて御意見をいただいたところでございます。まず、

スライドの 7 の表現ですが、事業所の敷地内であるか外であるかという区分けの表現にな

っておりまして、確かにオンサイトの PPA についてははっきり明記されていないところが

ございますので、こちらは表現を整理させていただければと思っております。 

 それから、バーチャル PPA についての新規性について御意見をいただいたところでござ

います。私どもの表現が足りないところがございましたけれども、ここで申し上げているの

は、広い意味では追加的なエネルギー削減はあると思っておりますが、我々の制度、事業所

の単位でのエネルギーの削減、CO2の削減といったところで言いますと、環境価値が分離さ

れて、電気としては一般の系統から購入するものが入ってくるため、事業所の単位では追加

的なエネルギー削減に寄与しない部分があることから、このような書き方をさせていただ

いております。 

 また、インセンティブを付与するかというところでございますけれども、基本的には再エ

ネとしてはもちろん評価をして、削減量が、要は環境価値をそのままカウントする形で考え

ているところでございます。 

 それから、田辺委員から、特にデマンドレスポンスについて御意見をいただいたところで

ございます。キャップ＆トレード制度は、CO2の総量削減制度ということもありまして、各

事業所の排出量に直接影響するところがない、デマンドレスポンスをこの制度自体で評価

するのが難しいところがあります。現時点では、原油換算のエネルギー算定において、電気

の料金について、昼間、夜間、昼夜不明の電気等で係数を設けているところではございます

が、全体として位置づけるのは難しいところがございます。 

 またこの後の御説明にありますけれども、トップレベル事業所の認定制度においては、電

気需要の最適化や蓄電池の導入などの取組の評価ができるよう検討しているところであり

まして、制度全体では、このような形も考慮できればと考えております。 

 それから、遠藤委員から、義務履行について、今回証書の直接の充当と義務履行のために

使うことの明確化について御指摘をいただいたところです。スライドで言いますと 13スラ

イドですけれども、今回は、直接充当をする部分について御説明をさせていただいたところ

でございまして、遠藤委員の御指摘のとおり、義務履行の手段、クレジットとしての活用に
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つきましては、次回以降の検討会で改めて排出量取引も含めて御説明をさせていただけれ

ばと思っております。 

 堀江委員からも、コーポレート PPAについて、期間の考慮についても御意見をいただいた

ところで、先ほどの大野委員の御意見も併せて検討させていただければと思っております。 

 諸富委員からインセンティブの計算方法、スライド 9 の考え方について御質問をいただ

きました。こちらの意図するところとしましては、インセンティブという形で追加で削減量

を上乗せする、あるいは再エネから除外した場合は、再エネとしてみなしていた分を、逆に

CO2を加算するという計算の仕組みになってございます。いずれにしろ、もともと再エネと

してみなしていたところを新たに算出をするということがございます。再エネ自体はもと

もと排出係数をゼロとして制度上は取り扱っておりますので、これに下の図にありますよ

うな何らかの排出係数を設定した上で、排出量、あるいは削減量を算出したいと思っており

ます。 

 インセンティブの倍率につきまして、本日の御議論も踏まえまして、このインセンティブ

の在り方を含めて検討していきたいと考えているところでございます。 

 事務局からは以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。今事務局から、特に具体的に御質問があった点を中心

に御回答、追加の御説明をいただいたと思いますけれども、もしフォローアップと言いまし

ょうか、いただいた御回答、御説明に対する質問ですとか、あるいは追加の御意見、御質問

あればいただければと思います。 

 では、村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 ありがとうございました。御説明いただいてよく分かりました。恐らく、これ

は以前ディスカッションをさせていただいたときもそうだったかと思うのですが、再エネ

に関するインセンティブ、7ページの○が二つついているところが、そもそも削減義務量の

中のインセンティブとして必要なのか、ちゃんとゼロでカウントされるのにそれ以上要る

のかというところが、恐らく自分としては疑問に感じていて、要は、再エネを導入したいと

いうことを後押しする施策を、この義務履行の枠の中で全部完結しなくてもいいのではな

いかという考えを持っております。 

 再エネで使った分はゼロで評価されて、さらにプラス枠を減らせるというところまです

ると、先ほど来省エネが大事と言っていた話との整合性という点でも、少しこれまでややこ

しいなと、9ページの算式ですね。そういうところがございました。自分の疑問の背景はそ

ういうことでしたということです。ありがとうございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは堀江委員、その後、大野委員お願いいたします。 

○堀江委員 大野委員が御質問された部分に関してですので、ひょっとしたら大野委員に

先に御発言いただいたほうがよろしかったかもしれないんですが、バーチャル PPA につい

て、確かに環境価値だけ分離してそこだけ取引されるものではありますけれども、追加性が
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あるということに関してはフィジカル PPA と変わらないということですので、基本的には

フィジカルかバーチャルかで取扱いを変えるべきではないのではないかと私も考えており

ます。 

 もし、分けるとしたら先ほど来申し上げているような、長期契約かどうかというところは

重要な論点だと思いますが、フィジカルかバーチャルかということでインセンティブのあ

り・なしを分けるというのはちょっと違うのではないかと思います。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは大野委員、その後、田辺委員お願いいたします。 

○大野委員 今、堀江委員がおっしゃったことと同じ意見です。もしかして違いがあるとし

たら、事業所の排出係数を計算するに何か少し違いが出てくるかも分からないですが、そこ

はもうちょっと議論を詰めたいと思いますが、インセンティブのあり・なしの違いにバーチ

ャルかリアルかが入るのはおかしいと思うので、そこはぜひ直してほしいと思います。 

 結局単に証書を買うのではなくて、バーチャル PPAの場合も、発電事業者と需要家が契約

を結んで、使用価格が高かったり安かったりした場合、発電事業者が安定的に長期間発電事

業を継続できるように価格を補塡したりするわけです。そこの証書が全く違って、それによ

って新規電源、追加電源をやるということですので、これを外すのはおかしい。アメリカな

んかだと、バーチャル PPA が PPA の 80％ぐらいになっています。だから、これから日本も

当然そうなっていくので、これを外してしまうというのは全然間違った方向に行ってしま

うので、そこは修正をお願いしたいと思います。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 では田辺委員、その後、諸富委員お願いいたします。 

○田辺委員 なかなか資料が難しいですが、一つは、省エネ法が変わる議論、法律が通って

施行されて、24 年か、たぶん今までの方法と並立で何年か報告を行って変わるという予定

が出ています。エネルギーの原単位、プライマリーエナジーファクター（PEF）がそれぞれ

に係るので少しややこしくなるのですが、今回出されて、ケーススタディを何かやられたほ

うがいいかと思います。例えば、代表的な建物とか、あるいは都の水道とか、幾つかのもの

に関して、どういうものを入れるとどうかというようなものがないと、先ほどのバーチャル

な話もそうですけれども、計算 Excelみたいなものをつくったほうがいいのではないかと。

それで議論をしたほうが、ここがこう効くんだみたいなのがよく分かるので、たぶん都はや

られているのかもしれないですが、そんなふうに思いました。 

 それから、CO2の報告と国の方向とは少し変わってくるところがあるので、その辺りも具

体例を示してもらえると分かりやすいかと思いました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 では、諸富委員お願いいたします。 

○諸富委員 先ほどの計算式の点、9ページですけれども、もう少しここで、先ほど教えて

いただいた点を言葉で言うとこういう理解でいいですかということですけれども、年度排
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出量は燃料等を燃やして実際に CO2 を出した量で、インセンティブを先に再エネ除外相当

量のほうで行くと、再エネと認められなかったエネルギー使用については再エネではない

のでプラスされてしまうということですね。インセンティブのところは、逆にこれは再エネ

として認められたものについて、特に都の政策として優遇したいものについては、この再エ

ネ電気の自家消費量に排出量を掛けた分が実際差し引かれるだけではなく、倍率を掛けて

差し引かれることで、燃料等の CO2排出量から引いてもらえるということで、年度の排出量

は減る。しかもかなり倍率を掛けて減るということで、ドライブがかなりかけられる、そう

いうインセンティブを組み込んでいるということになります。 

 これに入るかどうかというところが非常に大きいわけで、そこが先ほど村上委員も尋ね

ていらっしゃいましたけれども、なぜあるものがインセンティブ対象となり、あるものがイ

ンセンティブ対象とならないのかというだけではなくて、そもそもなぜインセンティブを

かけるのかというところと関わるのですけれども、ずっと話を一貫して、私はいいんじゃな

いかと思っているのですけれども、一貫してリアルな再エネ、追加的な再エネの開発、再エ

ネの増加というものに対してインセンティブをかけたい、できれば都内にフィジカルな形

で再エネが追加的に増えるということを促進したい。バーチャルなものよりは、あるいは証

書で促進するよりは、実際にフィジカルに追加的に促進したい、こういった政策思想が一貫

してあって、それをよしとするか、なぜそんなことをしなきゃいけないのかと考えるかでも、

このインセンティブという項目に対する評価が変わってきそうな気がします。 

 倍率のところはどれだけの倍率で掛けるかによって、どれだけドライブをかけるかが変

わってくる。そこがやはり大きいかなと思っていますけれども、こういう理解でいいですか

というのが質問です。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかに御質問、御意見は追加でございますでしょうか。

今 1-1のところですが。 

 村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 すみません、何度も。ありがとうございます。今の諸富委員のお話で、私もそ

うだそうだと思ってお聞きしました。ドライブをかけることによって、再エネの改定により

都内から調達しようということを、そのドライブを倍率によって掛けられるという案だと

思うのですけれども、そこまでしないと売れないのかというか、買い手がつかないのかとい

うような点も含めて、インセンティブが要るか・要らないかということなのかと、私として

は理解しなおしました。 

 ですので、再エネを増やしたいという一貫した点から言って、そこにインセンティブ付与

というもので後押しされたいというのは理解できますが、繰り返しになりますが、一つの排

出量取引制度の中だけでそれを全部きれいに入れなければいけないのかという点が、少し

私は疑問に思うところもありましたということです。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

 堀江委員、お願いいたします。その後、大野委員、お願いいたします。 
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○堀江委員 このインセンティブをつけるべきかどうかという議論に関しまして、私はイ

ンセンティブをつけること自体はいいんじゃないかなと、どこで切るかという話はありま

すが、いいと思っておりますけれども、これをつけることによって年度排出量が実態より多

少少なく出てくることになると思うのですが、それが最終的なマクロ的に集計したときに

東京都が削減しなくちゃいけない量というところとの関係で、誤差というのに足る範囲な

のか、どの程度なのかということについて事務局にお聞きしたいと思います。 

○髙村座長 ありがとうございます。まだ事務局もどれぐらい検討されているかあります

が、後で御質問にお答えいただければと思います。 

 では、大野委員、お願いします。 

○大野委員 私もその点を言い忘れたというか、触れ忘れてしまったのですが、まだインセ

ンティブをどれぐらいにするかという案は今日は出ていないということですね。今までは、

再エネ自家消費量の 0.5 倍をインセンティブとしていたと。これをそのまま引き継ぐとい

うことまでは言っていないということですね。そこはよく検討する必要があると思ってい

まして、もともとこの制度ができたときは、再エネ電力が非常に高かったので、要するに

50％増しぐらいにしないととてもつくる人がいないよという話だったわけです。 

 それがまた今違ってきていて、むしろ場合によっては PPAなどを導入したほうが、多くの

場合電力会社から買うより安いというケースも出てくるわけなので、そこまでやるかとい

うことは絶対あると思うんですね。ということもあるし、せっかく実排出係数を導入したか

らズレが出てしまうというのは、できるだけなくしたほうがいいと思うんです。そういう意

味で、ここのつけ方というのは、私が言ったのはフィジカル PPA とバーチャル PPA を分け

るのはおかしいと言ったので、両方とも同じようにあめをつけろと言っているわけではな

いので、そこはどれぐらいのインセンティブをつけるのが妥当なのか、インセンティブをつ

けることが必要なのかも含めて、ちゃんと検討しなければいけないと思います。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかに追加での御発言の御希望はございますでしょ

うか。最後にもう一度お忘れだった件、追加で御発言があればというのをお伺いしようと思

いますが、よろしいでしょうか。 

 事務局から特定の御質問はなかったように思いますけれども、事務局から今の時点で、何

かお答えがございますか。 

○大谷総量削減課長 御意見ありがとうございます。諸富委員から、このような考え方でよ

いかという御確認もありましたので、そちらを中心に御説明させていただきます。大野委員

からも補足させていただきましたけれども、計算方法につきましてはお話のとおりでござ

います。その倍率については、現在の制度ではオンサイトについて 0.5、自家消費分の半分

の量をさらに追加して削減をするという制度になっております。本日の御意見も踏まえま

して、この辺りの検討も進めてまいりたいと思っております。 

 インセンティブの考え方については、諸富委員が御説明いただいたとおりでございまし

て、本日も御意見をいただいたところでございます。第 1回の検討会におきまして、原則実
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排出係数にすべきではないかという御意見をいただいたところでございます。その点を踏

まえまして、今回の実排出係数の変更にあたり、特に影響の大きい小売電気につきましては

インセンティブを設けないという形で御提示したものでございます。 

 それと、東京都として進めるべき再エネの設備の導入のさらなる増加というところも踏

まえまして、オンサイト・オフサイトについてインセンティブを付与するということで御提

示をしたものです。堀江委員からご指摘のあった、最終的にどの程度の範囲なのかという規

模感につきましては、第 3 回の検討会で改めて再エネの利用拡大の影響について御提示を

したいと思っております。少なくとも小売電気の係数の改善に比べますと、やはりオンサイ

ト・オフサイトというのはごく限られた影響になるものと考えております。今回はそういっ

たところが御提示できなかったところもあるかと思っておりますので、改めて検討させて

いただければと思っております。こちらからは以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。後半のところの議論を改めてした上で、もう一度もし

先生方、戻っていただくところがあればお願いしようと思いますが、大野委員、お願いいた

します。 

○大野委員 ごめんなさい、何回もお話ししてしまって。議論しているうちに思い出したの

ですが、最初の議論のところで、超過削減量をどこに認めるかという話がありました。その

議論とこの議論を重ね合わせると、自己発電・自己消化、オンサイト・オフサイトも含めた

PPAは超過削減量を認めるという感じにすると、そこで既に 1回インセンティブがつくわけ

です。別に割増しで 0．何パーセント上乗せすることはしなくても、そこが差がつくので、

そういう方法もあると思うんです、差別化するというのは。それも併せて検討いただければ

と思います。 

 あともう 1 個は、これは表現ですけれども、この種類で PPA と小売電気事業者等から購

入となっているのですが、PPAを日本の電気情報の中では形式的には小売電気事業者が買う

わけです。だからこれは分かりづらいので、もっと正確に表現してほしいと思います。以上

です。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかに御発言御希望の委員はいらっしゃいますでし

ょうか。ありがとうございます。また、先ほども申し上げましたけれども、全体この議題を

通して御質問、御意見があればもう一度いただくようにしたいと思いますが、今、前半のと

ころで議論をいただいたところは、インセンティブのところだったかと思いますけれども、

インセンティブを与える対象、どの程度与えるのか、あるいはここで組み込んでインセンテ

ィブを与えるのか。ここで挙がっている自家発電・自家消費、オンサイト PPA、自己託送も

含めてですが、こうした分野について何らかのインセンティブが全体として必要だと、この

辺りは共有されているのではないかと思っております。 

 これは都の環境基本計画の議論の中でも排出削減だけでなく、やはりレジリエンスとい

ったような観点も含めて、都内に、しかもできるだけ自家消費を一つ大きな重点を置いて付

与していくという方向性は重点的な課題としてあったと思っていまして、それを踏まえた
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御提案だと思っております。 

 ただ、これをこの制度の中でどういう範囲でどうインセンティブをつけるのかという点

については、本日多くの議論をいただいたと思いますので、事務局のほうで本日の議論を踏

まえてさらに検討いただきたいと思います。 

 あわせて、議論は逆に出ませんでしたけれども、この制度において再エネについて、もち

ろん実排出係数を別にするわけですけれども、一定の種類の再生可能エネルギーについて、

取扱いを異なるものにするという提案を出していただいていると思います。この点につい

ては、今、具体的な制度への反映のところでは議論があったと思いますが、スライドの 4だ

と思いますけれども、一定のバイオマスの持続可能性の考慮、大規模水力等々について環境

負荷、追加性の観点から一定の区分をするという方向性については特に御異論はなかった

と思っております。 

 これはたぶん具体的に先ほどのこうした制度が持つ、全体の制度削減量へのインパクト

等を考える上でも非常に重要な共通の認識があるかどうかが重要だと思いますので、そう

した点については、今の時点では大きな御異論はなかったということだと理解をしており

ます。 

 では、後半のほうの議論に移ってまいりたいと思います。スライドの 19～26、番号では 2

の「再エネ利用に係る目標設定・取組状況等の報告・公表の義務付け」及び 3の「その他の

エネルギーの対応について」ということになるかと思います。 

 こちらについて、御意見、御質問がございましたら同じようにお願いできればと思います。

いかがでしょうか。 

 村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 20 ページの緑色の二つ目のところ、情報開示することによって投資家・金融

機関等から評価向上につながるようという点ですけれども、どこにこの報告・公表の義務づ

けの主な目的を置くかにもよりますが、再エネだけに関して、再エネ利用にかかる目標設

定・取組状況ということだけで金融機関等からのという評価を高めるというのは、少し距離

があるかなと感じます。23 ページのようなものが見える、誰でも見えるところにあること

によって、直接それが何にどのような評価向上につながるのかというところは、もしここを

もっと進めるのであれば、金融機関と対話をされるといったことがあったほうがいいのか

なと思います。 

 再エネをたくさん使っているから高く評価するということなのか、もしくは、例えば床面

積当たりの CO2 排出量が低いからこちらに貸し出しを増やしても、金融機関としての排出

量も少なく計算できるかとか、いろいろな見方があると思いますので、ここの何を目的とす

るかによって少し変わるのかという感想を持ちました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

 堀江委員、お願いいたします。その後、諸富委員、お願いいたします。 

○堀江委員 23 ページのデジタルツインにこのデータを出していくというのは非常にいい
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取組なのではないかと思います。そのときに、こちらのセクションの趣旨とは離れてしまう

のですけれども、再エネ利用状況も大事ですけれども、むしろ「ほか」と書いてある「省エ

ネカルテ(排出量や原単位)」、こちらのほうがむしろメインかと思いまして、それに加えて

再エネの利用状況も出していくということかと思います。 

 それから排出量や原単位の生の数字だけ出しただけでは、そのビルの排出量、原単位を見

ていいものかどうかが分かりませんので、何かやはりベンチマークですね。特に今日の議論

で後半に中小の話が最後に出てくると思うのですが、あちらに似たような形で用途ごとの

平均値がどうだとか、そういうベンチマークがあってそれと比べてどうなのだという見せ

方を、このデジタルツインでできると非常にいいのではないかと思います。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 では諸富委員、その後、遠藤委員、お願いいたします。 

○諸富委員 再生可能エネルギーの深い方向性だと思うのです。こういう形で報告・公表を

義務づけるのは大変大事なことだと思います。まだ具体的にどういうふうに公表するかは

完全に理解できていないのですが、まず一つは目的で、スライドの 20に書かれているのは、

実際にこれを公表を求めることによって制度対象事業所の計画的な取組を促進するという

ことと、先ほど言及がありました金融機関・投資家の評価・公表ということが書かれている

のですが、これはかなり直接的な効果がありまして、もう少し幅広くこういったデータのユ

ーザーを考えていいかと思いました。 

 一つは、再生可能エネルギーの供給側のデータというのは結構出ていると思うのですけ

れども、実際に再エネがどう需要されているのかということに関するデータは少ないと思

うのです。これがもし量的な形でちゃんと出ていけば、東京都と非常に大口の需要家が、し

かも恐らく金融機関・投資家、サプライチェーンの中で重要な役割を果たしている需要家さ

んたちが、どういう動向で再エネを獲得しているのかということに関して、非常に分析する

際に有用な情報になっていく可能性があるのではないかと。 

 そういうことで言うと、自分が研究者だからかもしれませんが、研究者とか分析機関、研

究機関といったところがエネルギーの再エネの需要動向というものを把握して、場合によ

ってはメディアもあるかもしれませんが、集計したり報道したりする、あるいは分析したり

することができるようなインターフェースにしていくこともお考えになっていいのではな

いかと。 

 それをベースに、例えば政策提言ができたりとか、公共的な政策論日が活発化していくよ

うなデータベースにされてはどうかなと思います。そうなったときに、情報の公開の仕方が

そういう形になっているのでしょうか。ちょっとそこが、再エネ方向に置いてどれぐらいど

う獲得したかということを生で出すほうが、その場合には結構よかったりもするんですね。 

 それから、例えばこれから Scope3まで、脱炭素化を進めていく上で、例えば Scope3の範

囲において、自分が今回こういう形で再エネ調達をして脱炭素化を図ったりすることをむ

しろアピールすることができるためのデータベースとして、生のデータで出していくほう
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がよいのではないかと思います。 

 そういう意味で、データの公開の仕方がそういう趣旨から見たときに望ましい方向にな

っているかという点も、併せて御検討いただければと思いますし、いずれにしてもかなり画

期的な制度になるだろうと思います。以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは、遠藤委員、お願いいたします。 

○遠藤委員 私も同じデジタルツインの実現プロジェクトについては、今までトップレベ

ル事業所しかデータが上がっていなかったところが、キャップ＆トレード全体に広がると

いうのは非常に期待をしております。この質問をしていいか分からないですが、環境計画書、

設計時点の評価、BI とか、そういったものも乗っかってくると、さらに期待が大きいので

はないかと感じております 省エネカルテのベンチマークとかもたぶん載ってくるのでは

ないかと思うので、そういう意味では非常に画期的なデータになると期待をしております。

以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは、田辺委員、お願いいたします。 

○田辺委員 データをオープン化して、それを利用して政策だとか研究を進めようという

のは世界的流れなので非常にいいと思います。現状、トップレベルとかもだいぶ工夫してい

ただいて、前は 1件ずつじゃないと取れなかったのを、Excelの形にしてダウンロードでき

るようになったので、我々の研究室は実は 3D で街区はモデルをつくって、CO2 の量でビル

表示とかができるように研究所の中ではしているのです。先ほど遠藤委員がおっしゃった

みたいに、中小とかちょっと可能なデータが出てくると非常にいいなと。それから再エネ割

合とかも表示できると、3D モデルで、もしペロブスカイトができて、ビルの壁面に太陽光

を貼って、陰も計算できてしまうので、陰になったときどのくらいの割合までいけるかとい

うのも結構出せるようになっていましす。我々今年そういう論文を出しているのですが、や

はりデータが足りないので、ぜひオープン化したものを御提供いただけると、いろいろなこ

とに気づくと思います。大賛成です。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。スペシフィックな御質

問はなかったかと思いますけれども、質問と検討と要望を兼ねたような御発言はございま

したので、事務局のほうに御回答、あるいは追加の説明があればいただきたいと思います。

その前に、私のほうからも、一つはひょっとしたら前のほうに関わるところかもしれません

が、基本的に全ての委員がおっしゃったように、こうした関連するデータをできるだけ公表、

ないしは開示をしていくことは非常に重要かと思います。 

 おそらく御指摘の中にもあったと思いますが、事業者の評価、事業所の評価も含むのだと

思いますけれども、どこに焦点を置いた公表・開示をするのか、それに応じた必要な公表・

開示項目というのを検討していただく必要があるかとは思います。 

 ただ、一定のこうした情報を出して、うまく事業所、あるいは事業者それぞれについて出
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していただくというのは、例えば、金融機関の評価などのところでも、これから事業者に対

しては温室効果ガスの排出量を含め、サスティナビリティー情報の開示が有報の下で求め

られるようになっていくと思いますけれども、金融機関の方の実務を伺うと、そうしたデー

タが果たして整合したものかどうかという客観的なデータベースがあるのを期待をされて

いるところでもあると思っていまして、そういう意味で、うまくそうした期待に添うような

情報の公表・開示をしていただけるとありがたいなと思っています。 

 二つ目が前半に関わっているかもしれないのですけれども、先ほどありましたバイオマ

スの中で一定の持続可能性の条件を満たしたものについてのみ再生可能エネルギーとして

評価をして、それを含めて係数にも反映していくということでしたけれども、今度は事業者

の側から燃料についての情報が出てこないと、これが正しいものか分からなくなってしま

うと思っていまして、そこの情報の把握が今の報告制度の下でできるのかどうか、あるいは

追加的な手当が必要なのかという点についてお尋ねをしたいと思っておりました。同じ燃

料種でも認証があるもの・ないものあり得ると思いますし、場合によっては事業者によって

はバイオマスの燃料種を途中で変えるという可能性も十分あり得ると思いますので、そう

いう意味での把握、事業者のほうからのデータ把握、こちらについてお尋ねしようと思って

おりました。以上が私のほうからの御質問、意見ですけれども、それでは事務局のほうに一

度お返しして、可能な限りでお答え、あるいは追加的な御説明いただけますでしょうか。 

○大谷総量削減課長 御意見いただきましてありがとうございます。まず、村上委員から評

価のところで御意見をいただきまして、堀江委員に補足していただいた形で恐縮ですけれ

ども、今回再エネに関する情報の報告・公表ということで御説明をしておりますが、環境審

議会での御議論におきましても、こういった事業者の優れた取組をより公表していっては

どうかというところが、答申をいただいた内容でございます。今回は再エネについて公表さ

せていただくことを整理しましたので、抜き出して御説明をいたしましたけれども、今後の

検討会でも、キャップ＆トレード制度全体での情報の開示の方法につきまして、改めて御提

示をしていきたいと思っております。 

 それから、情報の開示の仕方につきまして御意見をいただいたところでございます。一つ

は、ベンチマークのようなものがあるといいのではないかという御意見ですが、このキャッ

プ＆トレード制度においては、削減義務の達成の可否自体が各事業者の皆様の直接的な評

価につながるというところがございまして、いわゆる自主的な取組で、報告書制度を含めて、

ベンチマーク等でお示しをして自主的な取組を促す制度と、義務制度の中での評価という

ところでは、考え方が異なる点がございまして、今後の検討には留意が必要かと思っており

ます。 

 既に御存じのとおり、優れた取組を評価するというところでは、トップレベル事業所の認

定制度や、総量削減義務が課されていない特定テナントにつきましては、その評価をする仕

組みも導入しているところでございます。 

 また、公表の内容につきまして御意見をいただきまして、御指摘のとおり、より生のデー
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タを御提示したほうが様々な用途に活用いただけるところがございますが、一方で、出して

いただく事業所の皆様の不利益にならないようにするというバランスを考慮する必要があ

るかと思っておりますので、こちらについては、御意見を踏まえて引き続き検討してまいり

たいと思っております。どういった目的でこの情報を開示するのかと、まさに御指摘いただ

いたところにも関係してくるかと思っております。 

 最後、髙村座長から御意見のありましたバイオマスの燃料についての情報ですが、御指摘

のとおり、東京都のほうで内容を確認させていただくに当たっては、燃料についての情報は

必要になってまいります。当然国の FIT制度でカバーできる点もございますし、そこではカ

バーしきれない点もございますので、そういったところは漏れのないように制度構築をし

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。今事務局から御回答、御説明いただきましたけれども、

追加で御質問、御意見がございましたら教えていただければと思います。いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 この資料 4の再エネ利用拡大全般について御質問、御意見がもしありましたら。よろしい

でしょうか。ありがとうございます。基本的に、先ほど後半の議論のところで再エネの報告・

公表、その他のエネルギー対応等の考え方についても御議論いただきましたけれども、今日

いただいた皆様の意見を踏まえて、事務局で改めて引き続き検討をしていただいて、この検

討会で議論をしていくと思いますけれども、これは前半も同じですけれども、そのような進

め方でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  

 

 (4)トップレベル事業所における認定制度について 

 

○髙村座長 それでは続いて、議事の(4)「トップレベル事業所における認定制度について」、

事務局から御説明をお願いできればと思います。それではよろしくお願いいたします。 

○安達排出量取引担当課長 そうしましたら、資料 5に基づきまして、排出量取引担当の安

達のほうから御説明を申し上げます。 

 まず目次になりますけれども、本日はこちらに示す 3点について御説明をいたします。 

 最初に、前回の検討会でいただきました御意見への対応につきまして、いただきました御

意見を四つに分類して御説明をしたいと思います。 

 まず一点目ですけれども、新たな制度の考え方についてというところでございます。前回

の検討会では、カーボンハーフビル(仮称)といったものが、トップレベルよりも上にあるこ

とへの違和感ですとか、再エネだけでなく省エネをしっかり促進すべき等々の御意見をい

ただきました。 

 この点に関しまして、再エネ利用だけでなく一定水準、具体的には準トップレベル以上の
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省エネの取組を求めること。また、新たな評価基準におきましては、エネルギーの項目の配

点を主とする方向で検討してまいりたいと考えております。下のほうの図に示しておりま

すとおり、認定区分の名称につきましても、カーボンハーフビルというものをトップレベル

事業所（ゼロエミ型）、こちらもまだ仮称でございますけれども、いったん表現を変更して

表記をしております。 

 また、それぞれの認定区分を満たせば、申請の初回からいずれの認定区分にも認定され得

るということを矢印で示しております。 

 続きまして 2点目、トップレベル事業所認定の促進につきまして、当初は新築建築物の省

エネ余地が少ないことを考慮して削減義務率を減少する等の考え方だったけれども、今後

ゼロエミッションを目指す事業所にとっての促進効果を検討すべきですとか、あとは、この

制度を通じて、やはり設備更新ですとか改修といったものを促進すべきだという御意見を

いただきました。 

 この点につきましては、今後トップレベルの認定水準を最新技術等に合わせて引き上げ

るといったこととともに、より多くの事業所を認定をすることによって、その過程を通じて

認定水準を満たしていただくことで改修を促進するということを考えております。そのた

めの効果的な促進策を検討したいと考えております。 

 3点目ですが、建築物環境計画書との連携につきまして、第 2回のトップレベル事業所に

係る検討会のほうで技術的な観点から検討した後に、こちらの検討会に御報告をさせてい

ただきます。 

 4点目、事業所認定の評価項目につきましても御意見をいただいておりますが、事業所の

様々な取組を評価できればよいのではないかというふうなお話をいただいておりますので、

こちらにつきましても、第 2回のトップの検討会で検討した後に、こちらの検討会のほうに

御報告を申し上げます。 

 続きまして、先月 10 月 24 日に実施をいたしました第 1 回トップレベル事業所の検討会

の御報告をいたします。初めに、トップレベル認定事業所の状況につきまして、前回こちら

の検討会のほうでも言及がございましたので簡単に御説明をしたいと思います。 

 まずトップレベル事業所の認定数でございますけれども、キャップ＆トレード制度の対

象事業所、約 1,200でございますが、そのうちの 5％程度、60前後で推移をしているという

状況でございます。右のほうのグラフを御覧いただきますと、認定事業所は 2000年よりも

前に竣工した事業所が 4割弱、また用途につきましてはオフィスビルに加えまして、工場や

熱供給事業所、あるいはデータセンターといった様々な用途の事業所が認定されていると

いう状況でございます。 

 続いて、トップレベル認定事業所の CO2 の排出削減実績及び一次エネルギー消費量の削

減実績でございます。左側が 2019年度、これは第二計画期間の最終年度となりますけれど

も、その時点での CO2の排出の削減状況、右が同じく 2019年度の一次エネルギー消費量削

減の状況になります。御覧いただきますと、いずれもトップ認定を受けた事業所は、制度対
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象事業所全体と同様の傾向で削減をされているということが見て取れるかと思います。 

 続きまして、トップレベル認定事業所の再エネ利用等の状況でございます。左側は、制度

対象事業所を対象に今年の 8 月に都が実施をいたしました再エネの調査の結果によるもの

でございます。回答率は 6 割程度、トップの認定事業所だけですと 7 割程度となっており

ます。 

 御覧いただきますと、トップレベル事業所として積極的に再エネによる電気を利用して

いる事業所は 5 分の 1 程度で、その手法としては自家発電等が最も多いという状況でござ

います。次いで小売電気事業者からの受入れ、また非化石証書等の購入となっております。

右側はトップレベル事業所の評価項目の一つに「ZEB化へのロードマップの策定と実行」と

いうものがございまして、毎年の認定申請事業所のうち取組ありと回答した数を示してお

りますけれども、毎年 1、2件程度となっております。 

 同じ調査の中で CO2 の排出削減目標を有する事業所というのは 9 割程度となっておりま

して、目標は立てていても具体的にどう削減するか、しかも ZEB化までといったところの行

動の落とし込みまでにはまだ至っていないというような事業者様も多いのかなということ

を推測しているという状況でございます。 

 これらの状況を踏まえまして、今後優れた事業所として目指していただきたい目標像と

いったものをこちらに整理をしております。中央の黄色の部分に示しておりますが、今後ゼ

ロエミッションの実現に向けまして、省エネ・再エネの両方に自律的に取り組む事業所とい

うことであることに加えまして、2行目にありますような事業所単体の取組に加えて、エリ

ア的な広がりですとか、将来を見据えたような一歩進んだ取組といったものを進める事業

所というのを目指す姿として位置付けるのはどうかというふうに考えてございます。 

 これらの目標像を踏まえた評価項目案といったものを下のほうに示しておりますけれど

も、上から四つ目ぐらいまでのところが、その事業所の単体としての評価項目の案、また下

から三つぐらいまでが地域あるいは将来世代にもつながるような取組といったものを評価

する項目案、イメージということになっております。 

 こうした目標像を考えた場合の事業所の認定区分といったものにつきまして、こちらに

示したような考え方で検討をしております。これまでの準トップレベル、トップレベルとい

った 2区分に加えまして、「トップレベル(ゼロエミ型)」といったもの、仮称ですけれども

設定をいたしまして、全てを従来同様に同一の評価項目で評価をするといったことを考え

ております。 

 この表の中の右側に行けば行くほど認定水準が高くなって、より多くの取組をしないと

高い点を取ることができないといったような評価方法を検討しております。また、表の下の

ほうですけれども、新たな必須項目のイメージや緩和措置等とありますけれども、例えば認

定区分に応じた実績数値の設定ですとか、あるいは従来同様ですけれども、竣工年に応じた

項目の配慮等を通じまして、様々な事業所が認定されるような工夫をしたいというふうに

考えてございます。 
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 続きまして、事業所の評価項目の構成案でございますけれども、従来は、資料の下の方の

表にありますローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲと示されているこの三つの柱の項目で事業所を評価し

ておりましたけれども、今後は、「追加部分」というふうに赤で記載のございます、Ⅳの再

エネ関係、あるいはⅤのゼロエミや更に進んだ取組、といったものに関しての項目を追加を

して、5本柱で評価をするというのはどうかと考えてございます。 

 配点につきましては、やはり省エネの配点を高くすべきといったような御意見を皆様か

らいただいておりますので、この中で言うとⅡやⅢの省エネに関する設備あるいは運用の

評価項目といったところの配点を高くするという方向で検討しております。 

 続きまして、こちらは新規の追加項目案を示しておりますけれども、左側のローマ数字Ⅳ

の再エネ関係であれば、これまではオンサイトの再エネを評価するということをやってき

たわけですけれども、これに加えましてオフサイトの再エネ、あるいは電力契約の切替えに

よる再利用、あるいは今後の再エネ大量導入時代を見据えました電気需要の最適化といっ

たような取組も評価をしてはどうかということを考えております。 

 また右側のローマ数字Ⅴの方の項目ですけれども、先ほど少し御紹介しましたようなロ

ードマップの策定ですとか、CO2 や一次エネルギー消費量の削減実績といったようなもの、

あるいは適応策といったようなところの評価項目というものを検討している状況でござい

ます。 

 これまで御説明をいたしましたような検討会での検討内容に関しまして、トップ検討会

の委員の皆様からは、こちらに示すような様々な御意見をいただいているというところで

ございます。 

 内容といたしましては、専門的事項等検討会と同様の御意見をいただいているところで

ございますが、三つ目の評価項目の構成といったところでは、トップレベル・準トップレベ

ルについてはこれまでどおり省エネを中心に評価をして、ゼロエミ型といったような新設

区分については、五つの柱で評価をしてはどうかといったような御意見と、五つの柱で皆評

価をするということが対象事業所の拡大につながるのではないかといったような御意見も

出ております。 

 前回、こちらの第 1回の検討会におきまして、改修促進につながる制度にすべきというお

話をいただいておりますので、対象事業所の拡大につながるような方法での検討が必要で

はないかなと、この辺りも考えているというところでございます。 

 また、四つ目に掲げました具体的な評価項目においては、トップの検討会の方ではウェル

ネスを重視すると省エネと相反するようなケースもあり得るという委員からの御指摘もご

ざいまして、この点は、技術の専門家の先生方にも御意見を伺いながら、具体的な評価方法

等について引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、トップパートの最後の部分になりますけれども、トップレベル事業所認定制

度を活用した省エネ・再エネの取組の促進についてでございます。 

 スライドはこちらでございますけれども、トップレベル事業所は、現行の制度におきまし
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ても、表彰ですとか公表等を行ってきているところでございますが、第四計画期間に関しま

しては、従来以上に、事業所がこのトップの認定のメリットを感じられるような表彰あるい

は公表の方法といったものを検討したいと考えております。 

 下半分の表におきましては、海外の認定制度の事例を示しておりますけれども、海外では

単に評価をするということだけではなくて、その評価結果をうまく色々な政策の中で活用

しているという事例がございます。例えば、英国における EPCの認定におきましては、評価

結果が悪い不動産の賃貸契約を禁止してしまうですとか、オーストラリアの NABERSといっ

たような評価におきましては、政府系機関の入居が高評価を得た物件のみということにさ

れております。 

 トップレベルの認定自体は、全事業所を評価するという制度ではございませんので、こう

した海外の制度と全く同じ方法というのは難しいとは考えておりますけれども、積極的な

取組を進めていただいている優れた事業所の皆様の情報を、うまく公表することが認定さ

れることのより大きなメリットにつながるようなやり方、表彰・公表といったものの方法を

検討したいと考えておりますので、ぜひ委員の皆様からの御意見を賜れればというふうに

考えてございます。 

 以上が資料 5の説明となります。髙村座長、よろしくお願いいたします。 

○髙村座長 どうもありがとうございます。それでは、ただいまいただきました議事(4)、

資料 5に関する事務局からの御説明について、御意見、御質問などございましたら委員から

お願いできればと思います。同じように Zoomで挙手機能をお使いいただければと思います。 

 それでは、遠藤委員、お願いいたします。 

○遠藤委員 ありがとうございます。私はこの第 1 回のトップレベル事業者の認定制度に

係る検討会に出させていただいて、皆さんやはり省エネのところ、直接 CO2 削減につながる

ところを重視して、そこがおろそかになるような制度構築にならないように、とにかく気を

つけてほしいというところが一番大きかったかなと思います。 

 そういった中で、じゃあどうしましょうという話で言いますと、やはり今、スライドの 11

番に追加部分と書いてありますけれども、この部分以外の今まで評価していたローマ数字

のⅠ、Ⅱ、Ⅲの区分のところの評価結果に重点が置かれることによって、単に重みだけでや

ってしまうというよりは、ここからは私の意見ですけれども、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの結果がはっきり

分かる、伝わる、Ⅳ、Ⅴの合算の数字だけが評価結果として一人歩きするというか、Ⅳ、Ⅴ

の数字も合算された形での認定という部分だけではなくて、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲがちゃんと確保され

ているというところと、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで各トップレベルの事業所がちゃんとできていると。そ

のⅠ、Ⅱ、Ⅲの勝負の結果を差を見たいというところは、皆さんあるんじゃないかと思いま

して、その辺は、今後さらに検討いただきたいと思っているところでございます。ありがと

うございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかの委員から、御発言の御希望はございますでしょ

うか。 
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 田辺委員、お願いします。 

○田辺委員 3ページを見せていただいて、今、遠藤委員がおっしゃったことで、一番下の

矢印が気になるんです。要は、上でいくと準トップをある程度最低限にしてと、後ろの文章

書いていますけれども、これはないという理解でいいですか。この辺りが少し気になるのと、

準トップとトップで、トップのときには必ず要件を満たさないといけないということがあ

って、その分は結構厳しいんですよね。この辺りの感覚をどうするかは、もう少しトップレ

ベルのほうでちょっともんでもらったほうがいいかなと思います。 

 それはもう何度も申し上げていますけれども、このぐらいの設備改修で、ほぼ設備改修し

かできないと思うので設備改修で良くしておいて、再エネでトップレベルより上に行くと

いうところが、やはり少し気になるんですよね、そこの辺りの感覚がうまくいくといいなと

思います。 

 10 ページのところで、認定水準で 7、8、9 になっているので、省エネ対策のところを一

定水準を準トップレベル相当でいいかどうかというのは、やはり議論しておく必要がある

かと。どうしてかというと、ビルのオーナーが負担しないといけないんですね、省エネ対策

は。だけど再エネのほうに関してはテナントに負担を求めるということはできるので、それ

も重要かもしれないけれども、負担をどこまでしてここに行こうかというようなものは止

めないほうがいいかなと思います。 

 それから 12ページのその他のところで、「エンボディド・カーボンやテナント入替時の廃

棄物の削減等に係る取組」と書いてくださったのは大変いいと思っていまして、エンボディ

に関してはアップフロントではなくて、in Useという一般的に ENで言われている B1から

B5 というのがあるので、この辺りをうまく使われると、ライフサイクルに関係してくるか

と思いました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは、諸富委員、お願いいたします。 

○諸富委員 基本的には事務局の御説明、方針に賛成ですけれども、トップレベルのゼロエ

ミ型はかなり厳しい要件を求めてくるということのようですね。スライドの 10に出てきて

いますけれども、満点の 9割程度がゼロエミ型であるということで、かなり厳しいところも

増えてくるということなので、ここからすると、スライドの最初のところにあったいろいろ

なルートを通るという、3ページ目、こちらになるのは個人的にはよく分かると言いますか、

つまり準トップレベルを通っていかないと、あるいはトップレベルと通っていかないとゼ

ロエミ型のトップレベルに行けないのかというとそうではなくて、9割というかなりハイレ

ベルの水準に行くのに、準トップレベル、トップレベルと順を踏んで行かなくても、それを

満たせるならいきなり行けるゼロエミ形もあり得るということだと思います。なので、基本

的にはこれで行ければと思っています。 

○髙村座長 諸富先生、聞こえておりますか。お戻りに入ったタイミングで、もう一度発言

を、途中からになると思いますけれども、していただこうかと思います。 
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 ほかに委員から御発言の御希望、あるいは御質問がおありの委員ございますか。 

 堀江委員、お願いいたします。 

○堀江委員 まずは、この議論になっている 3ページの部分に関しまして、これは議論が分

かれているところだと思うのですが、確かに 9 割取るというところは非常に厳しいとも言

える一方、やはり基本的に省エネ対策ということで言うと、準トップも満たさなくてもトッ

プレベルに一挙になり得るというふうに見えてしまうので、もし私の理解が正しいのだと

すると、若干違和感があるかなというところです。 

 時間的な問題で準トップを取ってトップを取ってという形でいかないと駄目ということ

ではなくて、一遍になれますよということだけだったらいいのですけれども、レベル感とし

て、省エネで準トップも満たせないようなものが、一番上のトップ(ゼロエミ型)になるとい

うことであれば違和感がありますし、そうでないのだったらそうでないように見えるよう

な図にしたほうがいいかと思いますというところが 1点目です。 

 あと、この資料の一番最後の 15ページで、他国の制度を御紹介いただいているところが

あったかと思います。御説明の中にもあったのですけれども、他国の制度は基本的に全物件、

非常に省エネないし CO2 排出の性能が悪いものまで対象とするというところがトップレベ

ルの考え方とは基本的に違うところということがありまして、イギリスの制度の例なども、

あるいはオーストラリアの制度も御紹介いただいていますけれども、どちらかというと、や

はり悪いものの底上げを図っていこうという意図が少なくとも半分はあるということにな

っています。ということで、このトップレベルの制度の議論からはみ出してしまうことは承

知ですけれども、大規模でも中小でつくられていると同じような、下のほうまで全事業所を

カバーしたベンチマークをつくって、下の底上げを図る政策というのも図っていくと。これ

はキャップ＆トレード全体ということで考えると、非常に重要なのではないかと思ってお

ります。 

 その際には、またベンチマークを仮につくるという話になったときには、その形式は、大

規模と中小が異なってしまうと非常にややこしくなりますので、その両者は基本的には同

じ形式でつくっていただければと思います。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。諸富先生、お入りになっていますでしょうか。先ほど

御発言の途中で、たぶんインターネットの環境が変わったと思うのですけれども、申し訳あ

りません。もう一度御発言をお願いすることはできますでしょうか。まだ難しいでしょうか。

それでは、諸富先生のインターネット環境を確認しながら、先に大野委員から御発言お願い

できますでしょうか。 

○大野委員 諸富先生、いらっしゃったようです。 

○諸富委員 移動しました。先ほど良くなかったみたいで。 

○髙村座長 御発言が途中でインターネット環境が悪くなったので、もう一度御発言をお

願いできるとありがたいのですが。 

○諸富委員 10 割のところのかなりハイレベルの基準を求めているところから、ゼロエミ
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型のトップレベル事業所については、経済学的な発想から言うと、省エネもかなりハイレベ

ルに求められるということでしたら、再エネで究極ゼロエミ型のトップレベル事業者が求

められている排出削減を実現できるのであれば、それをどういう手段で達成するかはあま

り制約をかけないほうがよいのではないかと思ったということです。 

 やはり事業所さんからすると、どういう手法で求められる削減レベルを達成するのが最

も安いコストで実現できるかということが課題になるのではないかと。それは求められる

水準が高くなればなるほど、技術の容易さとか、どれぐらいコストがかかるかということと

も裏腹の関係にあるのですけれども、そういった最小コストで到達するということの自由

度を事業者に与えてこの制度を実行するには、技術選択について自由度を与えてあげては

どうかというのは、省エネをきちんとやりなさいというのはすごく分かるのですが、このレ

ベルの標準と言いますか、基準を求める場合には、ある程度選択の自由ということを認めて

はどうかということを申し上げたかったということです。ありがとうございました。 

○髙村座長 ありがとうございました。 

 それでは、大野委員、お願いできますでしょうか。 

○大野委員 申し上げることが言わずもがななので発言しようかどうか迷ったのですが、

一応確認的に発言させていただくことにしました。この制度は、できたのがキャップ＆トレ

ード制度全体をどううまく機能させるかという検討の中で出てきたことで、田辺先生も前

回おっしゃっていましたが、当初は実態的に省エネ対策しか削減方法がない中で、もともと

ハイクオリティーの削減余地がない事業所を救う制度としてできたものです。それが今度

は再エネという手段ができたので、そこの前提が違ってきたということなので、そういう中

でこの制度が本当にうまく周っていくのかというのはいろいろと検討が必要だと思います。 

 だから、あまり本末転倒になってはいけなくて、このキャップ＆トレード制度全体をうま

く機能させるために、今の状況の中でこの制度が本当に有効に行くのかどうかという観点

を常に忘れずに制度設計していくことが必要なのではないかと思いましたので、言わずも

がなですが、一応お話しさせていただきました。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは、田辺委員、お願いいたします。 

○田辺委員 何度もすみません。10 ページに書いてあることはかなり厳しいです。実はト

ップレベルのゼロエミについては全ての必須項目不合格は駄目となっているので。ところ

が 3 ページの図が僕はちょっといけないのではないかと思っていて、これは現行制度と拡

充する認定を一緒のグラフに書かれているので、現行制度で準トップとトップとゼロエミ

型と書かれていますけれども、新しいほうは、準トップレベルの省エネは求めているわけで

すよね、必須になっているから。そういう意味では、一番下の矢印がスルーしているのがす

ごく違和感があるんです。 

 なので、新しいほうで準トップレベルの省エネとか書いて、それは一回通過させて、さら

なる省エネと再エネでトップにして、準トップから再エネ利用してトップレベル、90 点を
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取っていくというルートにしていただいて、古いのと新しいのを別に書かれたほうが理解

が、先ほどのページのは非常に厳しいので、90 点というのは、諸富先生がおっしゃってい

るように本当に厳しくて、ここまで厳しくてもいいのかぐらい厳しいんですけれども、たぶ

んこの 3ページの図だと思います。申し訳ないのですが、新規を別に書いてあげると、かな

り理解が分かりやすくなるかと思いました。 

 もう一点、堀江委員がおっしゃった、大規模の分、1,500kl以上使っている建物の超高層

か大規模なものをいろいろな用途があるものを全部入れてベンチマークにするというのは、

結構厳しいと思っています。例えば、町に貢献するような飲食だとか、店舗があるようなと

ころと、もう全然そういうものがないところをそのまま比べてしまうと非常に厳しくて、当

時こういうことをやろうとしていろいろなとにかく大変なことを大野委員もたぶん経験さ

れていますけれども、いろいろなところに突き当たって、なのでキャップとしては実績を最

初に測っておいてどこから減らしていくかということと、このトップで設備機器が非常に

よいことで認めてあげるという制度があるので、先ほどのベンチマーク化のときには、一律

に中小と用途がかなり限られているものと一緒に扱ってしまうとなかなか厳しいことが起

きるかなとは思います。ちょっと分解しないといけないんじゃないかと思います。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 堀江委員、お願いできますでしょうか。 

○堀江委員 田辺委員が最後に御指摘いただいた点はごもっともだと思っております。そ

このところはかなりはしょって先ほどは申し上げてしまった部分もあると思うんですけれ

ども、大規模の場合、その用途が単純にオフィスとかということではなくて、ホテルと一体

になっていてということがありますので、まずはできる部分から、例えばほぼ単純オフィス

ビルみたいなもので、中小のオフィス、商業などと同じようなものとか、そういうところか

ら始める、本当に複雑なホテルとかレジとかいろいろ入っていて、熱源も区別ができないも

のとかは後から考えるとかそういうやり方でもいいのかなと思っております。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかに御発言を御希望の委員はいらっしゃいますで

しょうか。 

 少なくともここで一度、事務局のほうにいただいている意見等について、もし追加で御説

明等がございましたらお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

○安達排出量取引担当課長 先生方、御意見大変ありがとうございます。御意見を複数いた

だきましたルート図に関しまして、今、実はこれはトップの検討会でも指摘をいただいて、

一番左側の制度対象事業所から点々の枠の一定以上の省エネ対策というところに行く時に、

緑の矢印がないのがおかしいのではないかと言われて、それを追加したものになっており

ます。 

 ですので、ここの点々の「一定以上の省エネ対策」をクリアしないと、いずれのところに

も行けないというところがあるので、そういう意味では、省エネのレベルというのを必ずク

リアするということを表現したつもりだったのですけれども、伝わらないということの御
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指摘を複数いただいているので、ここは考えさせていただこうと思います。そもそも黄色と

緑を分けていること自体にもしかしたら意味がないのかもしれないということは、先生方

の御意見をお聞きして思いましたので、新たな認定に関してはこうですというのをきちん

と 1 個に整理をするという段階まで来たのかなということで、その点も含めて再整理をさ

せていただければと思っております。 

 また、先ほど諸富委員のほうから、省エネも大事だけれども再エネも含めて全体で最もそ

の事業所の方にとって、コスト効率のいいやり方でやる余地があった方がいいのではない

かというお話もいただきました。その省エネのところを、例えば一番右側のゼロエミ型に行

くまでに、トップと同じだけの省エネをやらなければいけないのかどうかというところが、

少し御意見が分かれたのかなというところですが、現行の準トップとトップの方々の点の

取り方を見ると、設備のところで一番点の差が開いているというところは、実はもう把握が

できているところで、第 1回のトップ検討会でもそれを公表しております。その設備のとこ

ろで、省エネの程度に応じて点の配点が重くなるようなつけ方をしているのですけれども、

優先度合いの高いというんでしょうか、省エネ効果の大きいところに準トップの方々皆必

ず点を取りに来るような実際の設備の準備と言うんでしょうか、設置をしてくださってい

るので、そういう意味では、ある程度先生方の御懸念のところはクリアできている部分もあ

るかと思っております。いずれにしても、新しい評価表を、あるいは点数の配点などを考え

ていく時に、また御意見を伺いながら決めていければと考えております。以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 遠藤委員、お願いいたします。 

○遠藤委員 先ほどコスト効果という話があったのですが、11 ページですが、左からⅠ、

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳまでは CO2が実際に減るという対策ですが、Ⅴについては CO2が減らない、です

から、CO2削減のコスト効果という部分については、Ⅴをやられてしまうと、ここで一生懸

命点を取っても CO2 は減っていかないという話になってしまっているところも気になって

います。そこが CO2コスト効果ではなくて、トップレベル得点、スコアのコスト効果になっ

て、コスト効果の高いところに流れていってしまう。トップレベルのポイントのコスト効果

が高いところに流れていってしまうのではないかと、そういう懸念ではございました。 

 なので、そういう意味では実際に減るⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳについてはオフサイトというよ

りは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの省エネのほうにできるだけ比重があったほうがいいというところですが、

せっかくですので、堀江委員や田辺委員に伺いたいなと思っているのが、Ⅳの 1はオンサイ

トによる再エネ利用ということで、これは実は追加と言いながら、今まで区分のⅡのところ

に、今、1番自然エネルギー、2番外皮、3番設備で、1番の自然エネルギーの中にオンサイ

トによる再エネ利用が含まれて評価をされていたと思うのですけれども、これがこの場所

にあると、省エネとして認めるというか、これを建物性能に入れて表示するというか、得点

として見せたほうがいいのか。 

 海外の例として、建物の単純な省エネ性能とは区別して見せていくというのがこれから
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の主流になりますよとか、何かそういう話があったら伺えたらと思って発言させていただ

きました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。委員の先生方へのお尋ねだったと思いますけれども、

お願いします。 

○田辺委員 今の 11ページの再エネ利用とゼロエミと分けてあるのは、私はこの整理は非

常にいいと思います。将来、ものすごく高い省エネ、B/C がコストパフォーマンスが悪い省

エネというのは、実はあるところでは再エネを選んだほうがいいという状態に必ずなって

くるので、国ごとによってここまでの省エネはやったところはいいというところと、ものす

ごく豊富に再エネがあるところは、省エネはこの辺になってくる、そういう議論が結構行わ

れているので、今回元々のトップレベルのマニュアルでかなり都内の超高層とかすばらし

いビルは、それがもうバイブル的になっているので、それを消してしまうのはもったいない

かと思っているのです。異常にコストがかかるものに関しては、やはり再エネでやっていく

という方法を考えないと、諸富先生がおっしゃったように、コストの最適化というのは非常

に重要だと思います。さじ加減だと思います。オンサイトを入れるかどうかですね。再エネ

を整理しておいたほうが分かりやすいかなという気もします。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 堀江委員、お願いします。 

○堀江委員 ありがとうございます。私は基本的には省エネと再エネというのは分けて表

示するというのがいいのかと思っております。その中で、2の 1番で言っている自然エネル

ギーというのが何のことを言っているかが分からなかったので御質問には直接お答えでき

ないところはあるんですけれども、これがオンサイトの再エネのことを言っているのであ

れば、当然 4番のほうで考えたほうがいいと思いますし、ちょっと違うかもしれませんけれ

ども、自然光の利用とかそういうことを言っているのであれば、こちら 2番のほうに残した

ほうがいいと、そういうことかと思います。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 田辺委員、お願いいたします。 

○田辺委員 すみません、何度もしゃべっていて。再生可能エネルギーの電力と再エネの熱

に関しての議論というのは省エネ法のほうで行われているのですが、例えば、自然通風です

とか採光とかは、自然エネルギーを利用しているんですけれども、再エネという定義は非常

に難しい。今一番議論になっているのは、例えばヒートポンプの大気熱利用をどっちに入れ

るかという話も非常に大きいのですけれども、私は省エネだろうとは思っているんですけ

れども。自然と落差が太陽光みたいに、落差が非常に小さいけれども、うまく利用するとよ

いものはたぶんⅡに入るんじゃないかなとは思います。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。今ちょうどそれこそ遠藤委員からの御質問に堀江委

員と田辺委員がお答えいただいたかと思います。 

 村上委員、お願いします。 
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○村上委員 私は、このトップレベル事業所の認定制度の件と詳細の部分と、このキャップ

＆トレード制度全体の大野委員がおっしゃったうまく回っていくためにこの組合せがどう

あるかという点に関して、やはりこちらも、先ほどの再エネのところと同じで、新しい制度

だったら何点だったものが何点になるという一定のシミュレーションがあれば、全体最適

ということの理解がしやすいのかなと思いましたので、今後そういうものが検討材料にし

ていただければと思いました。今後への御依頼が一つです。 

 あともう一つ、一番最後のスライドに対してコメントをしなければいけないのだと思っ

ていたところがありまして、表彰・公表等による取組の促進というところですが、ここに関

して一つだけコメントを申し上げると、先ほどの全体最適というのとあえて別個に申し上

げると、このトップレベル認定事業所になった方が何をメリットに感じるかというところ

を想像いたしますと、今、割と人の確保であるとか、従業員の満足、そこで働いている人の

「ここで働いていてよかったな」というところに関する関心が高い、人的資本に関する関心

も高い中、これだけの制度を理解して実際に運用して結果を出しているような働いている

方のキャリアみたいなものを、これからの時代こういうのが非常に大事なキャリアなんだ

というメッセージ、そういったものを都から出していかれるような、これからこういう必要

とされる仕事像のようなもの、そういったものも少し別の視点から検討いただいても、実際

にここまで上られた事業所の方が何をもってメリットと感じるかという点で、今後そうい

った議論もされてもいいのかなと思いました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかに御発言を御希望の委員はいらっしゃいますで

しょうか。ありがとうございます。 

 今いただいた御発言、大変貴重な御意見、御示唆、情報をいただいているかと思います。

こちらのトップレベル事業所の認定制度の評価方法、あるいは表彰・公表等の考え方につい

ては、本日委員の皆様からいただいた意見を踏まえて、事務局のほうで引き続き、この検討

会と同時に遠藤委員にも入っていただいているトップレベル事業所認定制度に係る検討会

で並行して議論をしていくということにしたいと思いますけれども、そのようなことでよ

ろしいでしょうか。事務局から何か追加でございますか。よろしいですか。 

○安達排出量取引担当課長 大丈夫です。ありがとうございます。 

 

 

 (5) 中小規模事業所対策 地球温暖化対策報告書制度の制度強化(達成水準)について 

 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 それでは、続いて最後の議事ですが、議事(5)「中小規模事業所対策 地球温暖化対策報

告書制度の制度強化(達成水準)について」、事務局から御説明をお願いしたいと思います。

資料 6です。よろしくお願いいたします。 

○陣内温暖化対策報告書制度担当課長 環境局の陣内でございます。ここから、中小規模事
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業所が対象の地球温暖化対策報告書の制度強化における 2030年に向けた達成水準について

御説明いたします。 

 初めに 2030年に向けた都の目標についてでございます。資料左側を御覧ください。環境

基本計画の 2030年目標やその部門別目標などを踏まえ、2030年の達成水準について御提案

いたします。 

 事業者においては、その達成水準に向けて推進計画を設定し、毎年度の取組状況について

御報告をしていただくものといたします。 

 資料右側を御覧ください。今後の取組のイメージですが、中小規模事業所においても、エ

ネルギーのさらなる効率的利用と再エネの利用拡大を図ることで、2030年カーボンハーフ、

ひいては 2050年ゼロエミッションの実現につなげてまいります。 

 本日は、都が設定する、省エネと再エネに関するそれぞれの事業者の取組と事業所の取組

の四つの達成水準について御説明します。 

 まず、一つ目は、省エネに関する事業者の取組の達成水準についてです。省エネの事業者

の取組については、都内全事業所のエネルギー消費量総量等が一定割合以上の削減を目指

します。右上の黄色部分が、その一定割合の具体的設定値についてですが、環境基本計画の

目標を踏まえ、2000年度を基準として 35%削減することを提案します。 

 また、比較の基準年は原則 2000年としながらも、都が示す基準年表から事業者が基準年

を選択可能とすることも御提案いたします。 

 資料中段を御覧ください。都が示す基準年表の案ですが、これは、都による都内エネルギ

ー消費量等の調査に基づき作成したものです。直近データは 2020年度です。表の一段目が、

都内中小規模事業所のエネルギー消費量、2段目が 2000年比の増減率、3段目が 2030年に

向けた目標削減率を示しています。例えば、2018 年を基準年として選択した場合、都内エ

ネルギー消費量は 2000 年よりも 18%削減されているため、2030 年に向けた目標削減率は

20％となります。 

 資料下段の黄色部分を御覧ください。先進的取組の取扱いについてです。先進的取組とは、

2030 年の中小規模事業所のあるべき姿を目指した取組を指します。一つ目の丸では、先進

的取組については、都として推奨する事例を示した上で、事業者の取組を促していくこと、 

そして、二つ目の丸では、先進的取組の実施状況は毎年報告を受けたものを公表するととも

に、2030 年度実績においては、達成水準の判断に加えることを提案します。例えば、2030

年度実績において、都が示す達成水準のおおむね 9割を達成した事業者について、先進的取

組を実施している場合は目標達成とみなすことなど今後は検討してまいります。 

 続きまして、二つ目の、省エネに関する「事業所の取組」の達成水準について御説明いた

します。省エネの事業所の取組については、全ての事業所のエネルギー消費原単位が一定水

準以上を目指します。 

 本日は、この一定水準の設定方法について御説明をし、具体的な指標は、後日、御提案を

させていただきます。右上の黄色部分が、設定方法についてですが、2018 年度のデータに
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よるエネルギー消費原単位のベンチマークを新たに作成し、取組の指標として目標レンジ

を示すことを御提案いたします。 

 資料中段を御覧ください。エネルギー消費原単位ベンチマークの作成についてですが、基

本的な考え方として、区分、更改、レンジといった、現在の低炭素ベンチマークを構成する

要素を活用しながら、資料中央にありますイメージ案のような方向性で検討してございま

す。 

 主な変更点としては、エネルギー消費原単位の平均値を基準とすること、レンジ数につい

ても、現行のベンチマークの 15段階から 7段階へ少なくするとともに、最高ランクのレン

ジについては、国のベンチマークなどを参考に、上位 15％以内を設定しています。下位の

レンジの設定については、取組の指標として分かりやすいメッセージ性を持つように工夫

するなど今後検討を行ってまいります。 

 また、業態の多様性などからベンチマーク適用がなじまない事業所もあることから、この

達成水準の対象については、報告事業所のうちベンチマーク適用できる事業所が 70%以上で

ある事業者を対象とすることを御提案します。 

 資料中段の右側の参考資料を御覧ください。報告事業所の 70%以上にベンチマーク区分が

ある事業者の割合は 74%、事業所では 82%となっていることから、妥当な対象基準と考えま

した。また、下段の黄色部分の、先進的取組の取扱いについてですが、先ほど御説明した事

業者の取組と同じ内容での提案となります。 

 事業所の取組においても、例えば、2030 年度実績において、都が示す目標レンジの一つ

下のレンジに到達した事業所について、先進的取組を実施している場合は目標達成とみな

すこと等を検討していきます。 

 続きまして、三つ目の再エネに関する事業者の取組の達成水準について御説明します。 

 再エネの事業者の取組については、都内等全事業所の利用電力のうち再エネ電力が一定

割合以上を目指します。右上の緑色部分が、その一定割合の具体的設定値についてですが、

環境基本計画を踏まえ、2030 年までに、都内等全事業所の利用電力のうち再エネ電力の割

合を約 50%以上とすることを提案します。 

 資料中段が 2030年に向けた水準達成に向けた考え方ですが、新たな制度における都内事

業所ごとの、再エネの利用状況に関する報告データを基に、都内事業所の電気消費量に占め

る再エネ電力消費量の割合を計算し、2030年までに 50%以上とします。資料右側には、参考

資料として再エネの範囲を掲示しています。 

 資料下段の緑色部分を御覧ください。先進的取組の取扱いについてですが、先ほど御説明

した、省エネと同じ考え方での提案となります。再エネの事業者の取組においても、例えば、

2030 年度実績において、都が示す達成水準のおおむね 9 割を達成した事業者について、先

進的取組を実施している場合は目標達成とみなすことなどを検討してまいります。 

 最後に、四つ目の再エネに関する事業所の取組の達成水準について御説明いたします。 

 再エネの事業所の取組については、再エネ電力 100％事業所が一定割合以上を目指します。 



43 

 

右上の緑色部分が、その「一定割合」の具体的設定値についてですが、2030 年までに再エ

ネ電力 100%事業所の割合を約 20%以上とすることを提案します。 

 また、再エネ 100%を目指す事業者について、規模などの条件を設定せずに、事業者が報

告事業所の中から選択可能とすることを提案します。 

 資料中段を御覧ください。2030年における再エネ割合の試算についてです。2030年の電

源の再エネ電力比率 38%を前提とし、2018年度データを基に、各事業者が電力消費の大きい

事業所から順に、再エネ 100%事業所を 2 割実現した場合と、逆に、電力消費の小さな事業

所から順に、再エネ 100%事業所を 2 割実現した場合を試算しました。その結果、全事業所

における再エネ電力の割合は約 66%と約 42%となり、2030年におおむね 50%とする目標達成

は可能と考えます。 

 また、下段の緑色部分の、先進的取組の取扱いについてですが、先ほど御説明した、再エ

ネの事業者の取組と同じ内容での提案となります。事業所の取組においても、例えば、2030

年度実績において、都が示す達成水準のおおむね 9割を達成した事業者について、先進的取

組を実施している場合は目標達成とみなすこと等を検討していきます。 

 雑駁ではございますが、説明は以上となります。髙村座長、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○髙村座長 ありがとうございます。少し予定をしている時間が迫っておりまして、大変申

し訳ありません。事務局のほうで簡潔に御説明をいただきました。 

 今の御説明いただいた議事の資料 6について、御意見、御質問がございましたら委員から

お知らせをいただければと思います。 

 大野委員、お願いいたします。 

○大野委員 私も簡潔にしたいと思います。再エネのところですが、二つのどちらかという

ことで出ていて、50％以上では東京都全体の目標を達成するということでいいのかなと思

うのですけれども、もう一つの事業所のほうの取組で、再エネ 100％事業所一定割合以上と

いうのがよく分からないというか、その前に全体にキャップ＆トレードの議論でしたよう

に、今度の東京都の施策全体というのが、もちろん 50％以上を目指すということがあるの

だけれども、その中でもやはりオンサイト、東京都の中であるとか、東京都外であっても

PPA、新規の追加電源を増やそうという姿勢で、全部の都の施策が動いていると思うんです。 

 それがこの温対報告書のこの点になるとそこがポンと落ちてしまっていて、全くそうい

う評価基準が入っていないのです。ここはやはりおかしいと思っているのです。 

 やはり何らかの方法でそこが入ってこないと、都としたら、例えば新築住宅には太陽光発

電の義務化までやろうとしているということを考えると、事業所についても、これは既築が

多いと思いますが、やはり太陽光発電がオンサイトで入ってくることを促進するようなも

のが何かないと、やはりおかしいと思うのです。そこをよく御検討いただきたいということ

です。 

 ということと、特に再エネ 100％事業所が 20％以上というのはよく分からなくて、確かに
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再エネ 100 というとすごく RE100 のことでトレンディーな感じがするのかもしれないけれ

ども、要するに 100％の事業所を 20％でやっても、20％ずつ全事業所でやっても同じ話です

から、あまり意味がないのだと思うのです。こういう仕組みというのはあまり芳しくなくて、

それよりもむしろ一定率オンサイトでつける事業所をどう増やすかとか、そういう制度の

ほうがいいんじゃないかと思うので、ぜひ御検討いただければと思います。 

○髙村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 堀江委員、その後、田辺委員、お願いいたします。 

○田辺委員 村上委員よろしいですか、一言先に。すみません、髙村先生。 

○髙村座長 とんでもないです。村上委員、もし御発言の御希望がありましたら。 

○村上委員 せっかくなので、ありがとうございます。私も実は達成水準という言葉を改め

て今、資料中で検索をしてみたところ、すごくたくさん、四十数回あって、表紙からもちろ

んあるわけですが、達成水準の一定割合を先進とか、その辺が非常にごしゃごしゃと、改め

て考えるとしてしまいます。ほかのものと比べて、全体のバランスが必要かと思いました。

例えば、5ページの基準年表のように非常に分かりやすい、これがあると助かるなというも

のも含まれている中でだとは思うのですが、この「達成水準」と「一定割合」と「先進的」

の何が一番いいのかというところですか。その辺りが整理されるとよりよいのかと感じま

した。以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 では、田辺委員、お願いできますか。 

○田辺委員 まず、中小規模の事業所を対象に、7ページにあるベンチマークをつくられよ

うということで、これは大変すばらしいものだと思います。東京都しかデータをお持ちでな

いので、こういうものをぜひ進めていただきたいと思っています。 

 それから、先ほどの全てになかなかベンチマークが難しいものも先ほど複合用途とか、サ

ーバー室があるとか難しいので、この辺り、少し現状のものとどこまでいけるかというのも

含みながら行えると非常にいいかなと。 

 それから DR の件も書かれているので、これもたぶん近い将来 10 年以内には相当重要に

なると思います。それから再エネですが、大野委員がおっしゃった再エネのどういうものか

ということに関しては、昨日私意見を申し上げたのですが、東京都の技術検討会のほうで新

築の戸建て住宅への設置を求めるという制度が今詳細検討されていますけれども、中小規

模の建築物の非住宅のところに関して、あまり都がいろんなものを出されていないです。そ

この部分でもう少し新築時にまず再エネをもう少し求めていくとか、2万平米以上というと、

ほとんど住宅メーカーしか対応しないので、それから既存のものに例えばつけるというの

を、そちらのほうで見るのか、報告書制度で見るのかというのは、少し整合性を取りながら

進める良い。本当にやはりオンサイトで自家消費というのは非常にいいわけなので、そうい

う概念を入れていくといいかなと思いました。 

 それから、実際に建っているものは購入するしかなかなか難しいところもあるので、この
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辺り、全体の制度の中で議論されて詰めていくといいかなと思いました。以上です。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 堀江委員、お待たせいたしました。お願いいたします。 

○堀江委員 時間も時間なので私も 7 ページのところだけコメントさせていただきます。

私もこのようなエネルギーのベンチマークを導入されるというのは大賛成です。その前提

でということなんですけれども、上位 15％以内というところが国の省エネ法のベンチマー

クもそうですし、あるいは EUのグリーンの定義なんかもそうなので非常にいいと思ってい

るのですけれども、一番上のところの切り方ですね。 

 これが今の考え方ですと、平均原単位のところは固定するということになっていますの

で、毎年毎年みんなが取組を進めていると、A＋のところでもいつの間にか上位 30％だとか

ということにはなっていくと思いますので、実績ベースで上位 15％がどこだというような

ところも、別途追えるような形にしていただけるといいのかなと思っております。以上だけ

にさせていただきます。 

○髙村座長 ありがとうございます。申し訳ありません。ほかに御意見、御質問のある委員

はいらっしゃいますか。 

 遠藤委員、よろしいでしょうか。 

○遠藤委員 おおむね田辺委員と堀江委員の今言っていただいた内容に賛成でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。申し訳ありません。私、1点この達成する水準で新た

に示すものについて、もう今、既に幾つか御意見がありましたけれども、これは事務局にお

尋ねしないといけないのですが、排出量について全体としてこうという水準はお示しにな

らないということなんでしょうかという御質問です。報告の中では当然排出量について、あ

るいは削減率等についても報告されるようになっていると思うのですけれども、先ほどの

議論、特に中小、比較的エネルギー消費量の小さな事業所ということではあるとして、達成

の方法についてある程度の自由度があったほうがいいというふうにも思っております。 

 むしろ都として皆が取り組んでいただいて達成をしていただく指標というものが何なの

かということを明確にしていただきたいという趣旨の御発言であったかと思いますけれど

も、私のほうから、CO2の排出量の水準のタームではどうなのかということをお尋ねしたい

と思います。 

 ほかによろしいでしょうか。すみません、時間が過ぎておりますが、あと 5分ほどいただ

ければと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、申し訳ありません。事務局から、出た御意見、御質問について、できる範囲で

お答えいただくことはできますでしょうか。 

○陣内温暖化対策報告書制度担当課長 ありがとうございます。まず、再エネの取組につき

ましてはオンサイトの PPA の考え方なども、ほかの制度もいろいろ参考にさせていただき

ながら今後検討を進めてまいりたいと思います。 

 あと、いろいろ達成水準とか言葉の使い方が分かりづらいところもございますので、こち
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らのほうも、もう一度整理して分かりやすいように検討していきたいと思ってございます。 

 それから、最後に座長から御質問のありました排出量についてですが、中小規模につきま

しても、現在、固定排出係数で算出しているのですが、新制度では実係数で排出量のを御報

告いただこうかと思ってございます。 

 現在、固定係数の CO2排出量による低炭素ベンチマークで、実際そこで省エネのほうも見

ていたというところであるのですが、新制度で今度再エネが入ってくるということで、分か

りやすく省エネと再エネという二本立てで、今回エネルギーベンチマークを新たに設定す

るということになってございます。 

 ただ、御指摘のように、CO2の排出という重要な指標でございますので、今後新制度で実

係数による CO2 排出量のデータが集まりましたら対応を考えなければいけないかと検討し

ているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。 

 遠藤委員、お願いいたします。 

○遠藤委員 事務局にですが、低炭素ベンチマークはそのまま継続的にやられるというこ

とで認識してよろしいでしょうか。 

○陣内温暖化対策報告書制度担当課長 はい。現在の低炭素ベンチマークは固定排出係数

による排出量ですが、新制度では実係数の排出量になりますので、新制度が開始してから低

炭素ベンチマークの改定も検討が必要かと考えてございます。 

○髙村座長 ありがとうございます。この議題についてほかに追加でございますか。すみま

せん、私、中小企業のエネルギー消費量の小さい事業所の方のところでも、やはり Scope3

対応への対応としてしっかり排出の削減管理ができているか、これは目標設定も含めて、こ 

れをやはり誘導していくというのが、都の産業政策としても重要だと思っていまして、ぜひ

御検討いただけるとありがたいと思っています。これは個人的な意見です。 

 では、ほかにもし御質問がなければ、あるいは御意見がなければ、今日はこの温暖化対策

報告書制度についての達成水準について、様々御意見をいただきました。引き続き、今日い

ただいた御意見を踏まえて、事務局のところで御検討いただきたいと思いますが、そのよう

な進め方でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 最後に全体を通して、やはり連関している事項とか落ちている点としてお気づきの点、御

質問等ありましたらいただこうと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。大変長い時間にわたって、しかしながら非常に貴重な御意見をい

ただきました。これで本日の全ての議事について検討を終えましたので、進行を事務局のほ

うにお返ししたいと思います。闊達な御議論をいただきありがとうございました。 

○大谷総量削減課長 髙村座長、そして委員の皆様、本日は御議論いただきましてありがと

うございました。本日頂戴いたしました御意見を踏まえまして、引き続き検討を進めてまい

りたいと思っております。 
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 最後に、今後のスケジュールの御提示でございますけれども、資料 7でございます。本検

討会は全 7 回程度の開催を予定してございまして、本日は第 2 回の検討会を開催したとこ

ろでございます。今年度内に計 5 回程度の開催を予定しておりまして、来年度 4 月以降に

中間の取りまとめを行いまして、パブリックコメントを経て第四計画期間の制度について

取りまとめを行う予定でございます。 

 

3 閉 会 

 

○大谷総量削減課長 それでは、以上をもちまして、本日の検討会を終了させていただきま

す。本日はお忙しい中、検討会に御参加いただきどうもありがとうございました。 

○一同 ありがとうございました。 

(了) 


